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ビジョン改定の検討資料  

現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

子供・子育て 

○地域、保育所・幼稚園や学校、職域など、子供を取り巻く社会の全ての人たちが、そ

れぞれの立場と資源を生かして協力し、子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り、支

援などを行う環境が整っており、子供を持ちたいと思う人が安心して子供を持つこと

ができるとともに、全ての子供と子育て家庭が、安心して暮らし、子育てができてい

ます。 

○様々な事情により、社会的な支援の必要性が高い子供たちをはじめ、全ての子供たち

が、身近な大人に温かく見守られ、大事にされて育ち、権利を擁護され、必要な支援

や配慮を受けながら、安心して暮らし、自らの可能性を最大限高めることができてい

ます。 

 

 

指標 基準値 目標値（R７） 現状値 目標値（R12） 

安心して妊娠、出産、子育
てができると思う者の割合 

80.0% 
（R1） 

86.0% 
79.2％ 
（R６） 

91.0% 
（R12） 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

子
供
・
子
育
て 

（現行ビジョンでの言及なし） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●全ての家庭を妊娠期から子育て期

まで切れ目なく見守り、支援するネ

ウボラの拠点が、全市町に設置さ

れ、子育て家庭に関わる全ての医療

機関、保育所・幼稚園、地域子育て

支援拠点、学校等と連携して子供た

ちを多面的・継続的に見守ることに

より、必要な支援が届けられていま

す。 

 

◆妊娠期から切れ目のない

見守り・支援の充実 

 

 ◇妊婦や子育て家庭の不安や悩みに寄り添い、見守

り、支援する仕組みである「ひろしまネウボラ」

の全県展開に向けて、市町のネウボラ導入支援や

ネウボラ相談員向けの人材育成研修、ネウボラの

認知度を高めるための戦略的ＰＲ事業等に取り組

んでおり、ひろしまネウボラの基本型を実施して

いる市町数は 21 市町にまで拡大した。 
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改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

子供・子育て 

○結婚、妊娠・出産の希望を持つ人が、周囲の理解、協力のもと、希望を実現しやす

い環境が整っています。 

○地域、保育所・幼稚園や学校、職域など、子供・若者を取り巻く社会の全ての人た

ちが、それぞれの立場と資源を生かして協力し、子供の健やかな育ちを見守り、支援

などを行う環境が整っており、全ての子供・若者と子育て家庭が、安心して暮らし、

子育てができています。 

○様々な事情により、社会的な支援の必要性が高い子供・若者をはじめ、全ての子供・

若者が、身近な大人に温かく見守られ、大事にされて育ち、権利を擁護され、必要な

支援や配慮を受けながら、安心して暮らし、自らの可能性を最大限高めることができ

ています。 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

子
供
・
子
育
て 

◇本県の令和６年の合計特殊出生率は1.29 で過去最低とな

るなど、少子化の進展には歯止めをかけられていない。 

◇令和５年度に実施した少子化に関する県民アンケートで

は、結婚や子供を持つことに希望を持てる社会にするため

に必要な施策、希望の子供数を持てるよう強化すべき施策

として、いずれも「妊娠・出産・子育ての経済的負担の軽

減」、「夫婦が働きながら子育てしやすい社会や職場環境の

整備」が上位２つだった。また、希望の子供数を持てた理由

として、「負担感より得られる喜びの方が大きいから」等の

心情的な理由が上位を占めていた。令和６年度に実施した

県民と知事との車座会議でも共通して「子育てに対する安

心感を持ちたい」という意見が寄せられた。 

◇こうした状況を踏まえ、若者が結婚や子育てにポジティブ

なイメージを抱くことができるとともに、子供を持ちたい

と希望する人が、安心して妊娠・出産・子育てできる取組を

進める必要がある。【あるべき姿・目指す姿・取組の方向】 

●若い世代が結婚や子育てに対してポジティブなイメージ

を抱くことができるとともに、子供を持ちたいと希望する

人が安心して妊娠・出産・子育てできるための取組を位置

付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「安心して妊娠、出産、子育てができると思う者の割合」

（令和６年度「子育て応援事業に係るアンケート調査」）や

ネウボラ実施市町における「子供に対して育てにくさを感

じた際に解決方法を知っている親の割合」（厚労省「健やか

親子２１」）は約８割に留まっている。また、令和６年度に

ひろしまネウボラ実施市町にヒアリング等を行ったとこ

ろ、利用者視点に立った面談対応や、子育て家庭に関わる関

係機関との連携が十分ではない状況が明らかになった。 

◇今後は、面談対応力の向上のための研修の充実や関係機関

連携の円滑な運用を図るなど、ひろしまネウボラの仕組み

の強化・改善に取り組むとともに、認知促進を図る必要があ

る。【目指す姿・取組の方向】 

●医療機関や幼稚園・保育所等の関係機関とネウボラの連携

の仕組みや、産後ケア等サービスの提供体制を整備するな

ど、市町と連携し、ネウボラの仕組みの強化・改善に取り

組むとともに、県民への認知促進を図る取組を位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

子
供
・
子
育
て 

●全市町において、保育を必要とす

る子供が保育所、認定こども園等に

いつでも入所することができ、質の

高い教育・保育が実践されていま

す。 

◆子供の居場所の充実 

 

 ◇保育所の施設整備や保育士人材バンクの求人・求

職のマッチングといった保育の受皿の充実を図る

とともに、保育コンシェルジュの配置などの市町

への支援など、入所調整事務の円滑化に取り組ん

だ結果、４月１日時点の待機児童は、令和 6 年度

以降ゼロである。 

●地域の子育て支援者・団体等によ

る親子の交流活動が根付き、親子が

安心して過ごせる場を提供すると

ともに、企業・団体等による子育て

にやさしいサービスが社会に定着

し、子育て家庭が子連れで外出しや

すい環境が整っています。 

 

◆子供と子育てにやさしい

環境整備 

 

 ◇子供や子育て家庭にやさしいサービスを提供す

るイクちゃんサービス店の展開、子育て中の親や

妊産婦がオンラインで気軽に相談・交流できる「お

しゃべり広場」や「ひろしま助産師オンライン相

談」を実施しており、地域の中で、親子が落ち着

いた気持ちで過ごせる場や、信頼できる人がいる

と感じる割合は目標（目標 73.8%、実績 76.8%

（R6））を達成している。 

 

 

（現行ビジョンでの言及なし） 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

子
供
・
子
育
て 

◇共働き世帯の増加など、ライフスタイルの多様化により、

放課後児童クラブのニーズは高まっており、待機児童が発

生している状況がある。そのため、幼児教育・保育の提供体

制の確保に加え、放課後児童クラブの受け皿整備、人材の確

保や育成を着実に推進していく必要がある。【取組の方向】 

 

●希望する児童が放課後児童クラブを利用できるよう、受け

皿の整備及び人材の確保・育成を推進する取組を位置付け

る。 

 

◇家事・育児の負担が女性に偏っている傾向があることや、

家事・育児の分担について男女間に認識や満足度のギャッ

プが生じていることから、男女が共に家事や子育てに主体

的に参画する「共育て」を社会全体で推進していく必要があ

る。【目指す姿・取組の方向】 

◇令和５年度に実施した少子化対策・子育て支援に関する調

査では、妊産婦や子育て中の人が応援されていると感じて

いるのは 25.8％にとどまっていることや、子育て家庭のニ

ーズは引き続き多様化していることから、子供や子育てを

社会全体で支える気運醸成や環境整備をより一層進めてい

く必要がある。【取組の方向】 

●「共育て」への理解を社会全体に浸透させていくとともに、

子供や子育てを社会全体で支える気運醸成や環境整備を推

進する取組を位置付ける。 

◇令和６年６月に「子ども・子育て支援法等の一部を改正す

る法律」が公布され、国・地方公共団体等が各種支援に努め

るべき対象にヤングケアラーが明記された。ヤングケアラ

ーの認知度は低く、また表出化しづらく必要な支援につな

がりにくいという特徴があることから、教育・福祉分野等の

専門機関に関わらず、日々の暮らしに関わる全ての関係者

に対して、この問題に関する正しい理解を一層促進し、適切

な支援につなげていく必要がある。【目指す姿・取組の方向】 

●子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（R６）の

改正を踏まえて、ヤングケアラーなどの課題を抱える子供・

若者が日々の生活に不安を感じることなく暮らすことがで

きるための取組を位置付ける。 

●全ての子供・若者が、ひとりで悩みを抱え込まず、自分に

とって相談しやすい窓口とつながるなど、安全で安心して

過ごすことができる環境づくりに向けて、令和 7 年度から

の「ひろしま子供の未来みんなで応援プラン」に基づく居

場所づくりの取組を位置付ける。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

子
供
・
子
育
て 

●子供への体罰を用いないしつけや

子育ての方法が浸透するとともに、

県こども家庭センターの専門性の

強化や市町による支援機能の強化

によって、児童虐待の未然防止が図

られ、重症化する前にリスクが減少

しています。 

 

◆児童虐待防止対策の充実  ◇体罰の禁止や虐待通告について、県民の理解を得

るための広報啓発や、県こども家庭センターの体

制の強化・管轄の見直し、 市町の相談援助機能の

強化を行っている。また、高校等における啓発資

材の配布など、若年層へのＤＶの予防教育・啓発

に取り組んでおり、令和６年度の若年層における

精神的暴力の認識率は前年度から高まったもの

の、目標（目標 72.0％、実績 64.8％（R6））は

未達となっている。 

●様々な事情により家族と暮らすこ

とができない子供やひとり親家庭

の子供など、社会的支援を必要とす

る子供たちが、必要な支援や配慮を

受けながら、安心して生活すること

ができ、自立につながっています。 

 

◆社会的養育の充実・強化 

 

 ◇里親制度の普及啓発活動や児童養護施設の小規

模化、地域分散化等に取り組んでおり、登録里親

の確保が進んでいるものの、委託率は目標（目標

30.7％、実績 19.7％（R6））を下回っている。 

◆ひとり親家庭の自立支援

の推進 

 

 ◇養育費や面会交流の取り決めに関する情報提供

や弁護士相談へのつなぎなどの支援を行ったもの

の、相談者や相手方の都合で不調に終わって取り

決めに至らないことや、相談途中で連絡が取れな

くなることなどがあり、目標（目標 100 件、実績

74 件（R6））を下回っている。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

子
供
・
子
育
て 

◇児童虐待相談対応件数は、令和６年度に過去最多となって

おり、相談内容の多様化・複雑化にも対応するため、県こど

も家庭センターにおいて、専門職の確保や人材育成を促進

し、市町や民間との役割分担や協働を推進する必要がある。 

 

 

 

 

●引き続き、児童虐待に関する啓発を行うとともに、関係機

関とのネットワーク構築等により、市町の対応力強化や県

こども家庭センターの専門性強化を図る。 

 

◇引き続き、里親等委託率の推進や、施設入所児童が家庭的

環境の地域小規模児童養護施設で生活できるよう、施設の

小規模かつ地域分散化、多機能化を更に進める必要がある。 

●引き続き、社会的養護を必要とする子供をできるだけ家庭

に近い環境で養育するため、里親への委託推進や施設の環

境整備に取り組むとともに、社会的養護の下で育った子供

の自立支援に取り組む。 

◇引き続き、ひとり親家庭の親に対して、子育て支援制度の

活用を促していく必要がある。 

◇ひとり親家庭の子供は、大学以上の進学希望者の割合がふ

たり親家庭に比べて低い傾向にあり、進路実現に向けた支

援が必要である。 

◇民法が改正され、離婚後も、父と母双方が子どもの親権を

持つ「共同親権」が導入されるなど、ひとり親家庭の相談内

容は益々複雑化することが予想される事ことから、相談支

援を強化する必要がある。 

●引き続き、ひとり親家庭への支援制度や相談窓口の情報提

供を行うとともに、市町や関係機関と連携し、家庭の経済

基盤の安定につながる就労や養育費の支払い、子供の自立

に向けた支援など、個々の実情に応じた最適な助言や支援

に取り組む。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

教 育 
○一人一人が、生涯にわたって主体的に学び続け、多様な人々と協働して新たな価値を

創造する人づくりが実現しています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R7） 現状値 目標値（R12） 

「遊び 学び 育つひ
ろしまっ子！」推進
プランに掲げる５つ
の力が育まれている
年長児の割合 

73.2% 
（R1） 

80.0% 
82.５% 
（R６） 

80.0% 

「主体的な学び」が
定着している児童生
徒の割合 

小：71.1% 
中：64.6% 
高：64.3% 

（R1） 

小：77.0% 
中：76.0% 
高：72.0% 

小：74.5% 
中：65.４％ 
高：68.2% 

（R6） 

小：80.0% 
中：80.0% 
高：80.0% 

全国学力・学習状況
調査における正答率
40%未満の児童生徒
の割合 

小：13.9％ 
中：18.8％ 

（R1） 

小：11.0％ 
中：15.5％ 

小：15.1％ 
中：27.5％ 

（R６） 
10%以下 

「児童生徒のデジタ
ル活用を指導する能
力」の全国順位 

小：18 位
（74.6%） 
中：23 位
（66.1%） 
高：40 位

（65.2％） 
（H30） 

全校種 
80.0％以上 

小：26 位
（82.9%） 
中：36 位
（77.4%） 
高：15 位

（85.6％） 
（R５） 

いずれも 
全国 3 位以内 

大学等進学時におけ
る転出超過数 

1,187 人 
（R1） 

620 人 
2,121 人 
（R６） 

0 人 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

教 

育 

●子供が育つ環境にかかわらず、県

内全ての乳幼児に対し、「遊びは学

び」という乳幼児期の教育・保育の

基本的な考え方が幼稚園・保育所・

認定こども園等で共通認識され、一

人一人の子供が興味・関心に基づい

てやりたいことを自由に選択でき

るような環境の中で、子供たちに

は、生涯にわたって主体的に学び続

けるための基盤が培われています。 

◆乳幼児教育・保育の充実  ◇幼児教育アドバイザーによる訪問・助言や保育者

向けの研修の実施等により、乳幼児期の教育・保

育の基本的な考え方である「遊びは学び」が、園・

所等で共通認識されるとともに、日々の教育・保

育の見直しが行われ、実践が進められたこと等に

より、乳幼児期に育みたい「「５つの力」が育まれ

ている年長児の割合」は目標を上回っている。 

 

●これまでの「知識ベースの学び」

に加え、「コンピテンシーの育成を

目指した主体的な学びを促す教育

活動」を積極的に推進する「学びの

変革」が定着し、全ての子供たちに、

これからの社会で活躍するために

必要な資質・能力が着実に身に付い

ています。 

◆学びの変革の推進 

◆キャリア教育・職業教育の

推進 

 

 ◇各学校において、｢学びの変革｣の加速に向けた仕

組（「主体的な学び」を取り入れたカリキュラム等）

が完成し、主体的な学びについて県内全体で着実

に理解・実践が進んでいるが、学校の実態や教員

の力量によって、主体的な学びと協働的な学びの

実践に差があることなどにより、「「主体的な学び」

が定着している児童生徒の割合」は、増えてきて

いるものの、目標を下回っている。 
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改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

教 育 
○一人一人が、生涯にわたって主体的に学び続け、多様な人々と協働して新たな価値

を創造する人づくりが実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

教 

育 
◇園・所等の学びを小学校以降に繋げる学びの連続性を確

保することが重要であることから、小学校において、幼

保小接続を見通したカリキュラム改善に取り組んでいく

必要がある。【目指す姿】 

◇「遊びは学び」という乳幼児期の教育・保育の基本的な

考え方は、幼稚園・保育所・認定こども園等で共通認識

が進んでおり、今後は全ての教育の出発点である家庭に

対しても広げていく必要がある。【目指す姿】 

●乳幼児期の教育・保育の考え方を家庭に対して広げていく

ことや幼稚園・保育所等の学びを小学校以降につなげる学

びの連続性の確保に引き続き取り組む。 

 

 

 

 

◇これからの職業教育は、学ぶことと自己の将来のつながり

を見通しながら、自身の職業意識や自らの生き方等につい

て主体的に考える力を身につけるキャリア教育の観点の中

で、実施される必要がある。【取組の方向】 

 

 

●職業教育をキャリア教育の観点の中で実施することを明

確にし、学ぶ意味や社会、キャリアとのつながりを意識し

た指導の充実を図る。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

教 

育 

●家庭の経済的事情や障害の有無等

にかかわらず、子供たち一人一人が

生涯にわたって自己の能力と可能

性を最大限に高め、多様な個性・能

力を更に伸ばし生かしていく教育

が実現しています。 

 

◆学びのセーフティネット

の構築 

◆特別支援教育の充実 

 

 ◇不登校ＳＳＲ推進校の拡充とともに、県教育委

員会の指導主事が定期的に各推進校を訪問して

伴走支援したことにより、各推進校において児

童生徒の個々の実態に応じた支援が行われた。

令和５年度から、推進校に配置された不登校等

児童生徒支援コーディネーター（ＳＳＲ担当教

員）が、同一中学校区内の学校を巡回し連携す

るなどして、推進校以外への取組の普及を図っ

た。また、令和４年度に対面とオンラインの両

面から支援を行う「ＳＣＨＯＯＬ“Ｓ”」を開設

し、県教育支援センターの機能を強化するなど、

学びの場の充実を図っており、不登校児童生徒

の好ましい変化へと繋がっている。 

◇小学校、中学校、高等学校等の特別支援教育コ

ーディネーター、市町教育委員会の指導主事を

対象とした研修等において、特別な支援を必要

とする生徒等に対する的確な教育的支援及びき

め細かい指導を行うための個別の計画等（個別

の教育支援計画及び個別の指導計画）の作成の

意義等について周知することによって、全ての

校種での作成率 100％を維持している。 

●各学校段階において、インターネ

ットやデジタル機器・技術に関する

知識や利活用する能力等が育成さ

れるなど、日本で最高レベルのデジ

タルリテラシーを身に付けること

のできる教育が実現しています。 

 

●県内に多彩な分野の高等教育機関

が充実し、それぞれの大学が持つ強

みや特色を生かしつつ、各大学の連

携・協力のもと、これからの社会で

求められる普遍的で汎用性の高い

知識・スキルを学び、身に付けるこ

とができる、魅力ある高等教育環境

が構築され、県内外から多様な人々

が集まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆学びの変革の推進（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇各学校において、｢学びの変革｣の加速に向けた仕

組（「主体的な学び」を取り入れたカリキュラム等）

が完成し、主体的な学びについて県内全体で着実

に理解・実践が進んでいるが、学校の実態や教員

の力量によって、主体的な学びと協働的な学びの

実践に差があることなどにより、「「主体的な学び」

が定着している児童生徒の割合」は、増えてきて

いるものの、目標を下回っている。（再掲） 

◆高等教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇令和３年に叡啓大学を開学し、解のない課題に果

敢にチャレンジし、粘り強く新しい時代を切り開

いていく人材の育成に向けて、文理横断のリベラ

ル・アーツなど、基盤となる知識・スキルを学び、

課題解決演習（ＰＢＬ）や海外を含む体験・実践

活動における実践・応用を通じて実体験として修

得を図る「新たな教育モデル」を着実に進めてい

る。 

◆リカレント教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇県内で行われている様々な「学び」に関する情報

を提供し、県民の多様な学習ニーズに応えるウェ

ブサイト「まなびナビひろしま」において、これ

まで掲載実績の無かった団体等に対しても新たに

情報提供を働きかけるなど、多様な分野の「学び」

に関する情報を提供した。また、県民が情報によ

りアクセスしやすくなるようにホームページのレ

イアウトを改良した結果、アクセス数が増えてお

り、県民への生涯学習情報の提供に寄与できてい

る。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

教 

育 

◇児童生徒の個々の状況に応じた支援に加えて、近年、いじ

めの認知件数や児童生徒の暴力行為の発生件数などが増加

傾向であることから、全ての子供を対象として、いじめや暴

力行為等の問題行動の未然防止に係る取組や相談体制など

の支援の充実が求められている。【取組の方向】 

◇「生徒指導」が全ての教育活動の基盤として機能し、児童

生徒が「大切にされている」と実感でき、安心して学習でき

る環境づくりを推進するとともに、誰一人取り残されず、全

ての子供の可能性を引き出す学びを、日常の教育活動に取

り入れていく必要がある。【取組の方向】 

 

 

●児童生徒が安心して学習できる環境づくりの推進や全て

の子供の可能性を引き出す学びを日常の教育活動に取り入

れる取組を位置付ける。 

 

◇学校教育における基盤的なツールとしてデジタル機器が

導入されたことから、デジタル学習基盤を有効に活用し、さ

らに質の高い学びの実現に向け、それぞれの児童・生徒が自

らの学習状況を把握し、個々の特性に合った学習を進める

など、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

に取り組む必要がある。【施策】 

●引き続き、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、

デジタル技術の効果的な活用等を通じた子供たちの主体的

な学びを促す教育活動の充実などに取り組む。 

●引き続き、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体

的な充実に取り組む。 

 

◇県内大学等において、カリキュラム編成上の課題から、デ

ジタル教育の推進に消極的な大学がある。【施策】 

◇全国の大学において情報系教員が不足しており、県内大

学等においても人材確保に課題がある。【施策】 

◇HBMS の機能強化を図る必要がある。【施策】 

●引き続き、県内大学等との連携によるデジタルリテラシー

教育の推進などにより、県内高等教育の魅力向上に取り組

む。 

◇社会人の個人主体の学び直しを促進するため、県内大学等

との連携を強化しながら、受講しやすい環境づくりに取り

組む必要がある。【取組の方向】 

◇労働力人口が減少する中で、県内企業がデジタル技術の進

展などの社会環境の変化に対応し、持続的に成長していく

ためには、企業が主導するリスキリングを促進する必要が

ある.。【取組の方向】 

 

●より効果的な施策の推進の観点から、「教育」及び「働き

方改革・多様な主体の活躍」内の関連する取組の方向に位

置付ける。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

健 康 
○県民一人一人が、生活習慣を改善し、必要な健診（検診）や治療を受ける行動を身に

付け、生涯にわたり健康で高いＱＯＬ（Quality of Life）を実感しています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R7） 現状値 目標値（R12） 

健康寿命の延伸 

男性 71.97 年 
女性 73.62 年 

（全国平均） 
 

男性 72.14 年 
女性 74.79 年 

（H28） 

全国平均を上回り、
平均寿命の伸び以上

に延伸 

男性 72.13 年 
女性 75.85 年 
（全国平均） 

 
男性 72.57 年 
女性 75.45 年 

（R4） 

全国平均を上回
り、平均寿命の伸

び以上に延伸 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

健 

康 

●人生 100 年時代を迎える中、県

民一人一人が、それぞれのライフス

テージに応じて、心身ともに健康で

活躍しています。 

   

 

 

 

●そのため、若い時期から生涯を通

じた健康の大切さとリスクを意識

し、デジタル技術やデータも活用し

ながら、運動や食事等の生活習慣の

改善など、健康を維持する行動が身

に付いています。 

 

◆ライフステージに応じた

県民の健康づくりの推進 

◆県内企業と連携した「から

だとこころ」の健康づくり

の推進 

 ◇健康を維持する行動については、働き盛り世代に

おける健康データなどを活用した健康づくりの推

進や「健康経営」実践企業の拡大に向けた取組な

どを実施したことによって、令和６年度広島県県

民健康意識調査で、運動習慣のある人の割合は、

20～64 歳で男性 33.8％、女性は 25.3％とな

っており、前回の令和５年度調査と比較すると、

男性は上昇したものの、女性は低下した。 

◇こころの健康については、自殺の要因に基づいた

相談・支援体制の整備や窓口の周知により、令和

５年の自殺死亡率は、前年より減少したものの、

令和２年の水準を上回ったままで目標未達（目標：

14.2 以下、実績 16.0）の状況である。 

●特定健康診査やがん検診の確実な

受診行動を取るなど、個々人の健康

医療データを活用しながら、適切な

タイミングで適切な治療を受ける

行動が身に付いています。 

 

◆がんなどの疾病の早期発

見・早期治療の推進 

 ◇がん検診受診率や特定健康診査実施率の向上に

向けた取組については、中小企業に対する「がん

対策職域推進アドバイザー」の個別訪問並びに保

険者や市町と連携した健診（検診）案内及び健診

（検診）の受診環境整備など実施してきたが、令

和４年のがん検診受診率は、胃を除いて目標（目

標：50％以上、実績：胃がん 50.4％、肺がん

47.7％、大腸がん 44.0％、子宮頸がん 42.5%、

乳がん 42.6%）を下回っており、特定健康診査実

施率も目標（目標 70％以上、実績 56.3%（R5））

を下回っている状況である。 

 

 

 

12 
 

 

改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

健 康 
○県民一人一人が、生活習慣を改善し、必要な健診（検診）や治療を受ける行動を身

に付け、生涯にわたり健康で高いＱＯＬ（Quality of Life）を実感しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

健 

康 

  

 

 

◇本県の女性の健康寿命については、令和４年に全国平均を

上回ったものの、運動習慣やがん検診の受診率といった健

康づくりに関する指標で全国平均と比べて劣っているもの

も多く、健康寿命が再び全国平均を下回る可能性があるこ

とから、「女性の健康づくりの推進」に重点的に取り組む必

要がある。【施策】 

◇30・40 代層における継続して運動している人の割合は、

増加しているものの、他の年代と比べて依然として低いた

め、引き続き、きっかけづくりや習慣化に向けた対策を講じ

ていく必要がある。【施策】 

◇健康経営に取り組む中小企業数は増加しているものの、全

体の約 8.6％に留まっているため、引き続き、課題を踏まえ

た対策に取り組む必要がある。【施策】 

◇自殺死亡率は、減少傾向にあるものの、新型コロナの感染

拡大前の水準を上回っている状況から、引き続き、自殺の原

因・動機や年代など、詳細な分析を踏まえた取組が必要であ

る。【施策】 

●引き続き、市町や企業、大学、関係団体等と連携し、社会

全体で健康づくりの推進や自殺対策に取り組む。 

 

 

 

◇特定健康診査実施率は、着実に増加しているが、全国 32

位と依然として低位のため、引き続き、県民に特定健診受診

の必要性を浸透させる必要がある。【施策】 

◇がん検診受診率は、胃がん検診以外で全国平均を下回って

おり、引き続き、早期発見、早期治療の重要性に対する理解

を十分に浸透させる必要がある。【施策】 

◇がん検診の未受診者は、「検診の必要性を理解」していて

も、先入観や経験則等により非合理的な判断をしてしまう

認知バイアスに影響を受けやすく、「検診を受ける」受診行

動には結びついていないことや、新規受診者と同程度の離

脱者（継続して受診しない者）が存在していることから、対

象者が検診を受診しやすく、かつ、離脱しにくい環境を整備

する必要がある。【施策】 

◇がんなどの疾病の予防の重要性について、十分に浸透され

ていないため、理解促進に向けて取り組む必要がある。【取

組の方向】 

●がんなどの疾病の予防を推進する取組を位置付ける。 

●引き続き、がん検診や特定健康診査の受診・実施率向上に

向けて、理解促進や受診環境の改善に取り組む。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

健 

康 

●高齢になっても健康で、一人一人

がこれまで培った経験・能力を生か

すことができる機会が拡大し、就労

や地域貢献など生きがいを持って

社会で活躍しています。 

 

◆高齢者が生きがいをもっ

て活躍できる生涯現役社会

づくりの推進 

 

 

 

 ◇高齢者が生きがいをもって活躍できる環境整

備として、市町と連携して、高齢者の特性や希

望に合った就労的活動をコーディネートする人

材を配置する取組を行ってきたが、就労的活動

支援コーディネーターを配置する市町数は目標

（目標 9 市町、実績 1 市（R6））を下回ってい

る状況である。ただし、シルバー人材センター

や市町社会福祉協議会などが就労的活動支援コ

ーディネーターに類似する役割を担っている。 

◆「運動・食・集い」を軸と

した介護予防の推進 

 

 

 

 ◇地域リハビリテーション広域支援センターや市

町などの支援機関と連携して、住民主体の「通い

の場」の設置等を進めてきた結果、「通いの場」の

設置数・参加者数は着実に増加しているが、開催

場所や機材等の確保が困難なことや、参加者や世

話人の高齢化、後継者不足などの課題により、目

標（目標：設置数 4,500 か所、参加者数 90,000

人、高齢者人口に占める参加者の割合 10.8%、実

績：設置数 2,283 か所、参加者数 45,496 人、

高齢者人口に占める参加者の割合 5.5%（R6））

達成には至っておらず、「要支援１・２、要介護１」

の認定を受けた高齢者割合についても、依然とし

て全国平均（全国平均 9.8％、実績 10.8%（R6））

を上回っている。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

健 

康 

◇高齢者の就労的活動をコーディネートする仕組みは全て

の市町で構築・維持され、趣味・サークル活動や地域活動等

の社会参加をする高齢者の割合も増加しているが、半数程

度に留まっているため、今後、課題を踏まえた対策を講じる

必要がある。【施策】 

 

●引き続き、高齢者の就労的活動及び地域活動などの推進に

取り組む。 

 

 

 

◇「通いの場」の設置数、参加者数は、増加しているが、通

いの場の参加者や世話人の高齢化による活動継続困難とい

った理由から、想定を下回っている。また、「高齢者人口に

占める通いの場の参加者の割合」も 5.5％と低い状況のた

め、引き続き課題を踏まえた取組が必要である。【施策】 

●引き続き、高齢者のフレイル対策を通じた介護予防に取り

組む。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

医療・介護 
○全ての県民が、質の高い医療・介護サービスを受けることができ、住み慣れた地域で

安心して暮らし続けることができています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R7） 現状値 目標値（R12） 

広島都市圏の基幹病
院が実施する先進医
療技術件数 

13 件 
（R1） 

18 件 
15 件 

（R６） 
26 件 

県内医療に携わる医
師数 

7,286 人 
（H30） 

7,332 人 
7,525 人 
（R４） 

7,378 人 

医療や介護が必要に
なっても、安心して
暮らし続けられると
思う者の割合 

55.6％ 
（R2） 

69.0% 
36.2% 
（R６） 

82% 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

医
療
・
介
護 

●地域の医療・介護資源の最適化が

進み、デジタル技術やデータの活用

等により医療・介護の高度化・効率

化が促進されることで、県民が、安

心して質の高い医療・介護サービス

を受けることができる体制が維持

されています。 

   

 

 

●全国トップレベルの高度・専門医

療や最先端の医療を提供できる中

核的な機能を整備し、県民に高い水

準の医療が提供されています。ま

た、こうした高度な医療や様々な症

例の集積、医育機関との連携・協働

を進め、魅力ある医療現場として若

手医師に選ばれることで、新たな医

師等の育成・派遣の拠点として、県

全域の医療提供体制が確保されて

います。 

 

◆高度医療機能と地域の医療

体制の確保 

 

 ◇人口 10 万人対医療施設従事医師数（全域過疎市

町）は、広島県地域医療支援センターを中心とし

た初期臨床研修医増のための広報強化や研修病院

ＰＲ機会の設定、県外医師の招致等の取組により、

広島県が若手医師に選ばれる機会の提供につなが

っており、令和４年は 210.8 人で目標（206.1

人以上）を上回っている状況である。一方で、地

域の拠点病院を中心とした人材交流・育成に係る

ネットワークの構築数は、令和６年度の目標（目

標 4 地域、実績 2 地域）を下回っている状況であ

る。 

●後期高齢者が増加する中にあって

も、認知症ケアや医学的管理下での

介護、緩和ケアを含めた看取りな

ど、高齢者が身近な地域で、医療・

介護、介護予防、住まい、生活支援

等のサービスを包括的に受けるこ

とができ、高齢者本人もその家族

も、住み慣れた地域で安心して暮ら

しています。 

 

◆地域包括ケアシステムの質

の向上 

◆福祉・介護人材の確保・定

着・育成 

◆介護サービス基盤の安定化 

 

 ◇地域包括ケアシステムの評価については、5 分野

（保健・介護予防、医療・介護、住まい・生活支

援等、地域包括ケアにおける地域共生社会、目指

す姿の共有・連携）全てにおいて、8 割以上「実

施している」と自己評価した市町が半数以上とな

った。 

◇「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証

数については、関係団体から会員法人への働きか

けにより、社会福祉法人の約９割が認証を取得す

るなど、着実に増加しているものの、目標（目標

814 法人、実績 459 法人（R6））を下回ってい

る状況である。 

◇介護サービス基盤安定化に向け、地域包括ケアに

かかる関係者間で検討を開始した市町数は、令和

３年度４市町から、令和５年度には２３市町とな

り、目標（23 市町）を達成している。 
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見直し骨子（案） 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

医療・介護 
○全ての県民が、質の高い医療・介護サービスを受けることができ、住み慣れた地域で

安心して暮らし続けることができています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

医
療
・
介
護 

  

 

 

 

 

◇県立広島病院・JR 広島病院・中電病院の統合を核とした

高度な医療や様々な症例を集積する新病院の整備に向けた

検討が進んだことによって、その内容を反映する必要があ

る。【目指す姿】 

◇高度な医療資源が集中する広島都市圏において、適切な

機能分化と連携による地域完結型医療を実現するため、

将来的な医療需要を見据え、広島都市圏における医療機

能の分化・連携のあり方や医療再編の方向性について各

関係者と検討を進める必要がある。【施策】 

◇地域の拠点病院を中心とした人材交流・育成に係るネッ

トワークの構築については、拠点病院と周辺病院の調整

に時間を要していることから、各医療機関の機能等の整

理を進め、医療機関の機能分化・連携に関する調整を行

っていく必要がある。【施策】 

●「高度医療・人材育成拠点」の整備に関する取組を位置付

ける。 

◇医療・介護サービス及びそれらを担う人材や住民活動等が

地域によって異なる中で、地域の特性に応じた地域包括ケ

アシステムを県内 125 の日常生活圏域において継続・強化

していくためには、市町がその地域の特性や強みを生かし、

主体的に取り組んでいけるよう、伴走型支援などを引き続

き行う必要がある。 

◇高齢者人口がピークを迎える 2040 年に向けては、生産

性向上と人材確保を並行して取り組む必要があるが、令和

６年度に実施した関係団体へのヒアリングから、デジタル

技術活用による業務の効率化が進んでいないことや、その

ことが人材確保・定着の阻害要因の１つになっていること

が明らかになったことから、とりわけ生産性向上に向けた

取組を強化していく必要がある。【取組の方向】 

◇高齢者の人口構造の推移や地域資源の状況には各市町で大

きな差があるため、市町が策定した介護保険事業計画が着実

かつ効果的に実行されるなど、地域で必要な介護サービスが

安定的に維持・確保できている状態とする必要がある。【施

策】 

●介護サービスの質の向上及び業務改善や職員の負担軽減

に取り組むなど、介護現場の生産性向上を推進する取組を

位置付ける。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

医
療
・
介
護 

●地域の救急医療の体制や機能が維

持・確保されるとともに、災害発生

時や新興感染症の拡大に対しても、

十分な検査・診療体制が確保される

など、大規模な健康危機管理事案に

迅速に対応できる保健・医療の体制

が整備されています。また、県民一

人一人が、平時から感染防止に留意

した具体的な行動をとるなど、県民

と行政が一丸となった取組により、

安心を実感しています。 

 

 

 

 

◆救急医療体制の確保 

◆災害や新興感染症等の発生

時における体制の強化 

 

 ◇「令和 5 年中の救急搬送における医療機関の

受入れ状況等実態調査の結果」（総務省消防庁）

によると、本県における重症以上の傷病者の搬

送 10,638 件（転院搬送を除く）のうち、医療

機関への搬送受入要請４回以上の件数が 510

件（4.8%）で、その割合は全国平均（6.3%）

を下回っている。 

◇新型コロナウイルス感染症では、想定を超える

感染者の発生に対し、感染症指定医療機関や感

染症協力医療機関だけでは患者を受け止められ

なかったことや急激な感染拡大局面では、マン

パワー不足等による民間検査機関での検査体制

や保健所による積極的疫学調査の実施体制が十

分ではなかった状況があった。また、災害や新

興感染症等の発生時における体制として、病院

の業務継続計画（BCP）の策定率は増加してい

るものの、目標（目標 100%、実績 68.6％

（R6））を下回っている状況である。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

医
療
・
介
護 

◇救急医療体制の確保の目指す姿を県民に分かりやすく伝

える観点から修正【目指す姿】 

◇新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた文言修正【目

指す姿】 

◇年々増加する救急搬送件数に対応するため、救急業務の

DX 化による業務の迅速化・効率化や救急車両の適正利用の

働きかけ等により、救急搬送業務の適正化及び医療機関の

受入体制の確保を図る必要がある。【施策】 

◇南海トラフ地震などの自然災害や新興感染症等に備え、病

院における事業継続計画（ＢＣＰ）の策定率を高めていくた

めには、人的資源や設備整備など病院の実態を踏まえた支

援が必要である。【施策】 

◇新興感染症に備え、新型コロナで対応した最大の医療体制

や検査体制、疫学調査体制に円滑に移行できるよう、平時か

ら準備しておく必要がある。【施策】 

●引き続き、救急業務の DX 化や救急車両の適正利用への働

きかけなどに取り組む。 

●引き続き、新興感染症に備え、協定締結医療機関等と連携

し、医療提供体制や人材育成の充実・強化に取り組む。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

地域共生社会 
○県民誰もが、性別、年齢、障害の有無、民族、国籍などの多様性を認め合い、支え合

いながら自分らしく活躍でき、安心と活気あふれる共生のまちづくりが進んでいま

す。 

 

 

指標 基準値 目標値（R7） 現状値 目標値（R12） 

困りごとや悩みに対
して地域の方同士で
の助け合いができて
いる人の割合 

48.3% 
（R1） 

70.0% 
66.5% 
（R6） 

90% 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

地
域
共
生
社
会 

●県民は、地域コミュニティへの参

画や地域活動への参加の機会を得

て、地域とのつながりを強め、多様

な主体との協働による見守り合い

と支え合いが生まれ、安心して暮ら

しています。 

●「住民間」、「住民と専門職」、「専

門職間」等が連携・協働し、日常生

活上の困り事を抱える方々が早期

に発見され、相談を漏らさず受け止

め、課題の解決につながっていま

す。 

 

◆住民と多様な主体の連携・

協働による課題の解決 

 

 ◇「住民間」、「住民と専門職」、「専門職間」等が

連携・協働する包括的な相談支援体制づくりを

促進するため、市町職員や社会福祉協議会職員

等を対象とした研修会等の開催や、市町を訪問

し、助言等の支援に取り組んだ結果、包括的な

相談支援体制の構築に着手した市町数は 22 市

町となったが、包括的な支援体制づくりを位置

付けた地域福祉計画の策定に時間を要している

町があり、目標（23 市町）は未達となった。 

●県民の障害に対する正しい理解が

進み、障害特性に応じた総合的な支

援が行われることで、障害者とその

家族が、地域社会の中で安心して暮

らしています。 

 

◆障害者とその家族が安心

して生活できる環境整備 

 

 ◇障害者とその家族が安心して生活できる環境

整備については、「あいサポート運動」の出前講

座を企業・団体や学校などに行ったことで、障

害のある人が困っているときに、手助けをした

ことがある人の割合は、増加しているものの、

目標（目標：あいサポーター数 252,500 人、

あいサポート企業・団体数 920 団体、実績：あ

いサポーター数 261,127 人、あいサポート企

業・団体数 855 団体（R6））を下回っている状

況である。 

●外国人が地域社会の一員として、

地域とつながりを深めながら、生活

に必要な情報の共有が進むことに

より、外国人が困ったときに相談で

きるなど、孤立することなく安心し

て生活しています。 

 

◆外国人が安心して生活で

きる環境整備 

 

 ◇外国人が安心して生活できる環境整備につい

ては、市町等と連携し、外国人が地域との繋が

りを持ちながら、生活に必要な情報を共有でき

る仕組みづくりや、日本語学習のみならず、地

域の様々な生活情報を得ること等ができる地域

日本語教室の拡充、多言語ポータルサイト

（Live in Hiroshima）による情報発信の充実

等の取組により、生活で困っていることがない

（困った時に、すぐに相談できるを含む）と答

えた外国人の割合は、目標（目標 65%、実績

66.5%（R6））を上回っている状況である。 
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見直し骨子（案） 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

地域共生社会 
○県民誰もが、性別、年齢、障害の有無、民族、国籍などの多様性を認め合い、支え合

いながら自分らしく活躍でき、安心と活気あふれる共生のまちづくりが進んでいま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

地
域
共
生
社
会 

◇地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の支

援体制では、複合課題や狭間のニーズへの対応が困難であ

ることから、令和 3 年 4 月の改正社会福祉法の施行によ

り、包括的な支援体制の整備を進めるための新たな事業

として「重層的支援体制整備事業」が創設された。今後、

地域とのつながりを強め、住民と専門職、そして多様な主体

が連携・協働し、地域の生活課題を早期に発見し、相談を受

け止め、支援につながるための場や仕組みの構築に向け、取

組を一層推進する必要がある。【目指す姿】 

◇市町の包括的な支援体制づくりは着実に広がっているた

め、次のステップとして、今後、支援体制の充実・強化を図

っていく必要がある。【施策】 

◇すべての県民が、日常の身近なつながりそのものがセーフ

ティネットとなることの理解を共有して、福祉的な悩みを

抱えた人に「気付き」・「気に掛け」・「手を差し伸べる」意識

と行動を促進するとともに、悩みを抱えていても「ためらわ

ずに相談できる」環境や仕組づくりを県内に広げていく必

要がある。【施策】 

●引き続き、地域住民が抱える複合課題や狭間のニーズに対

応するため、重層的支援体制の整備に取り組む。 

 

 

 

 

◇障害のある人やその家族へのインタビューによると、県民

の障害に係るバイアス（無意識の偏見や思い込みから偏っ

たものの見方をしてしまうこと）の存在が確認されたため、

今後、バイアスの解消に向けた取組を進めることにより、障

害への理解をより推進する必要がある。【施策】 

●引き続き、子供世代から障害に対する理解を深めるなど、

県民の障害に係るバイアス解消に取り組む。 

◇2027 年から導入予定の就労育成制度等により、県内の外

国人労働者が更に増加することが見込まれる中、言語の壁や

習慣の違いなどに起因した外国人の社会的な孤立が強まる

恐れがあり、引き続き、生活に必要な情報の提供や地域日本

語教育などに取り組む必要がある。【施策】 

●外国人労働者が増加する中でも、外国人が安心して生活で

きるよう、引き続き、環境整備に取り組む。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

地
域
共
生
社
会 

●人権意識や男女共同参画意識を高

める啓発を受ける機会が広がり、

個々人の性別、年齢、障害の有

無、民族、国籍などの様々な違い

を認め、尊重し合う意識が醸成さ

れています。 

 

◆多様性を認め、それぞれの

違いを尊重し合う環境づく

り 

 ◇人権啓発イベントや企業等の人事担当者向け

人権研修会を実施してきたものの、イベントが

人権課題を身近な問題として考えられる内容に

なっていないことや、人権研修会へ参加する企

業が少ないことから、「広島は、お互いの人権を

尊重し合うことができる」と感じる人の割合は、

目標（目標 38.0％、実績 36.0%（R6））を下

回っている状況である。 

 

（現行ビジョンでの言及なし） 

 

   

●個々人の違いを尊重し互いに支え

合う環境が整うことで、県民が安心

して生活するとともに、それぞれが

持つ多様性を強みに転換しながら、

地域社会で自分らしく活躍してい

ます。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

地
域
共
生
社
会 

◇インターネット上の誹謗中傷など、人権を侵害する差別事

案が依然、発生しており、県民へ人権尊重の理念が十分に浸

透している状況とは言えないことから、引き続き普及・啓発

に取り組む必要がある。【施策】 

◇性別による固定的な役割分担意識が男女双方にあるこ

とが考えられるため、引き続き、性別にかかわらず誰も

が多様な選択ができるための取組が必要である。【施策】 

◇ＬＧＢＴQ 理解増進法（令和５年６月）が施行されたこと

を踏まえ、さらなる理解促進の取組や、県内全域を対象とし

た公的な相談窓口の認知度が低いため、引き続き関係機関

等と連携し認知度向上の取組を進める必要がある。【施策】 

●引き続き、個々人の性別や年齢、障害の有無などの様々な

違いを認める正しい知識を周知するとともに、その違いを

尊重し合う意識を醸成する啓発活動に取り組む。 

 

◇女性支援新法施行（令和 6 年 4 月）や DV 防止法の改正

（令和 6 年 4 月）に伴い、他者を認め、お互いを尊重しあ

う意識の醸成や地域での支援体制の強化に向けて、困難な

状況にある女性や DV 被害者や等への支援を一層推進する

必要がある。【目指す姿・取組の方向性】 

●困難な状況にある女性や DV 被害者等を支援する取組を位

置付ける。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

防災・減災 

○頻発・激甚化する豪雨等による風水害や、南海トラフ巨大地震などから生命・財産を

守るため、効率的かつ効果的なハード対策が実施されているとともに、県民一人一人

が、災害から命を守るために適切な避難行動を実践することが当たり前の文化とな

り、自助・共助・公助を一体的に推進することにより、「災害死ゼロ」及び「県民生活

や経済への影響の最小化」が実現しています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R7） 現状値 目標値 

避難の準備行動がで
きている人の割合 

13.6% 
（R１） 50.0％ 

15.7％ 
（R6） 100% 

河川氾濫により床上浸水
が想定される家屋数 

約 18,000 戸 
（R2） 

約 16,700 戸 
約 16,750 戸 

（R6） 約 16,000 戸 

土砂災害から保全される
家屋数 

約 116,000 戸 
（R2） 

約 129,000 戸 
約 131,000 戸 

（R6） 約 135,000 戸 

緊急輸送道路の災害
時通行止箇所 

190箇所 
（H27～R1） 

160箇所 
（R3～R7） 

43箇所 
（R3～R6） 

120箇所 
（R8～R12） 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

防
災
・
減
災 

●防災施設の整備などのハード対策

による事前防災を効率的かつ効果

的に進め、災害等による県民生活や

経済活動への影響が最小限に抑え

られているとともに、AI/IoT など

のデジタル技術を最大限に活用し

た官民連携によるインフラマネジ

メントの仕組みが構築され、県民が

安全で快適な日常生活を送ってい

ます。 

◆ハード対策等による事前

防災の推進 

◆デジタル技術を活用した

インフラマネジメントの推

進 

 

 ◇防災施設の整備などのハード対策による事前

防災を効率的かつ効果的に進め、県土の強靭化

を図るよう取り組んでおり、ビジョン指標につ

いては、着実に成果が上がっている。また、災

害リスク情報等を一元化・オープン化するイン

フラマネジメント基盤 DoboX において、情報

の拡充に向け、「土木技術に係る県・市町連携調

整会議」などを通じ、令和５年度の 11 市町に

加え、令和６年度に新たに８市町と連携し、合

わせ 19 市町と連携したことで目標（15 市町）

を達成した。 

●県民が、災害リスクを正しく認識

し、デジタル技術を活用した個別の

最適な避難情報を受け取り、複数の

避難先を確保し、分散避難を行うな

ど、自らが適切な避難行動をとるこ

とが、当たり前の状態となる避難意

識が醸成されています。 

◆防災教育の推進 

◆きめ細やかな災害リスク

情報の提供 

 

 ◇県民の避難意識の醸成などのため、マイ・タイ

ムラインを活用した防災教育の推進や、防災ア

プリの普及促進などの「自助」の取組を進めて

きた結果、ＫＰＩであるマイ・タイムラインを

作成している人の割合は着実に増加しているも

のの、認知度の低さなどによって、目標（目標

52%、実績 21.4%（R6））には達していない。 

●県内の各自主防災組織において、

防災知識を有する担い手の育成が

進み、避難情報が発令された時点で

避難すべき人に避難の呼びかけが

行われ、早めの避難と安否が確認で

きる仕組みが構築されています。 

 

◆自主防災組織の体制強化 

 

 ◇自主防災組織による避難の呼びかけ体制を構築

するため、セミナー・災害図上訓練・ワークショ

ップを実施するなど、「共助」の取組を進めてきた

結果、ＫＰＩである呼びかけ体制が構築できてい

る自主防災組織の割合は着実に増加しているもの

の、一部の地域において防災活動の担い手が不足

していることなどにより、目標（目標 100%、実

績 68.7%（R6））には達していない。 
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見直し骨子（案） 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

防災・減災 

○激甚化・頻発化する豪雨等による風水害や、南海トラフ巨大地震などから生命・財産

を守るため、効率的かつ効果的なハード・ソフト一体となった対策が実施されていると

ともに、県民一人一人が、災害から命を守るために適切な避難行動を実践することが当

たり前の文化となり、自助・共助・公助を一体的に推進することにより、「災害死ゼロ」

及び「県民生活や経済への影響の最小化」が実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

防
災
・
減
災 

◇災害が激甚化・頻発化する中、ハード対策には一定の期間

を要することなどから、ソフト対策の充実やあらゆる関係

者との協働による事前防災対策の重要性が高まっている。

【目指す姿・取組の方向】 

◇既存インフラの老朽化に加え、人口減少・少子高齢化の進

行による技術者等の担い手不足等が懸念される中で、中小建

設事業者においては、デジタル技術の活用が十分進んでいな

いことなどから、デジタル技術等を活用した効率的な維持管

理等を更に推進する必要がある。【施策】 

●ハード対策とソフト対策による事前防災をあらゆる関係

者と協働して効率的かつ効果的に進める取組を位置付け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇高齢者など、あらゆる世代で、マイ・タイムラインなど、

防災に関する情報に触れる機会を確保できる取組を進める

必要がある。【施策】 

◇能登半島地震をきっかけに、県民の地震に対する関心が高

まっている機会を捉え、地震対策に係る「自助」の取組を更に

進める必要がある。【施策】 

●引き続き、子供の頃から主体的に適切な避難行動を実践す

る力を養うための防災教育の推進し、防災・減災に関する

意識があらゆる世代に定着する仕組みの構築に取り組む。 

 

 

 

◇土砂災害リスクの高い地域において、避難の呼びかけ体制

が構築されている自主防災組織のうち、約３割が災害時に

呼びかけを実施していないことが判明したため、避難の呼

びかけの実効性を高めることを目的に、避難行動の実践に

向けた取組を推進する必要がある。【取組の方向】 

◇地域防災タイムラインを活用した住民避難訓練等、地域に

おける実践的な防災活動を促進するとともに、地域におけ

る防災活動の担い手である防災リーダーを、市町と連携し

て継続的に育成・活用する必要がある。【取組の方向】 

◇能登半島地震をきっかけに、県民の地震に対する関心が高

まっている機会をとらえ、「地震に対する備え」についての

意識啓発を図るとともに、地震・津波を想定した避難訓練

等、地域における実践的な防災活動を促進する必要があ

る。【取組の方向】 

●自主防災組織における呼びかけ体制の構築にとどまらず、

災害時に避難の呼びかけが確実に行われるよう、避難行動

の実践に向けた防災活動を促進する取組を位置付ける。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿（10 年後） 取組の方向  

防
災
・
減
災 

●行政が、平時からデジタル技術を

活用して避難を具体的にイメージ

できる情報を発信し、災害時には

個々の地域に応じた情報を迅速・的

確に取得・共有・発信することによ

って、県民の避難支援や災害対応が

効果的・効率的に行われています。 

 

◆避難所の環境改善等と情

報発信 

◆大規模災害等への初動・応

急対応の強化 

 

 ◇大規模災害等への初動・応急対応の強化のた

め、ＡＩ防災チャットボット、ＳＮＳ投稿解析

サービスなどのデジタル機器・ツールを活用し、

被害情報等を迅速に把握するとともに、各種メ

ディア等を通じた速やかな情報発信を実施する

などの「公助」の取組を進めてきた結果、ＫＰ

Ｉである災害リスク情報を自ら入手するための

ツールを確保している人の割合は目標（目標

70%、実績 83.2%（R6））を達成した。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

防
災
・
減
災 

◇災害関連死に影響する事象（避難所の生活環境の悪化等）

の発生、被災地外への避難など能登半島地震などで顕在化

した課題を踏まえた対策が必要である。【目指す姿・取組の

方向】 

◇県や市町の災害対応力の強化という観点が考慮すべき課

題に挙げられておらず、現状を踏まえて再検討する必要が

ある。【施策】 

◇公助の取組について、県民への情報発信がされていないた

め、災害時における行政からの情報が、県民の避難行動や安

心に十分寄与していない可能性がある。【施策】 

●災害関連死に備え、避難所の生活環境の確保についての取

組を位置付ける。（スフィア基準を踏まえた避難所開設・運営

ク訓練の実施市町） 

●防災人材の確保・育成や災害対応訓練の実施、それらを情

報発信する取組を位置付ける。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

治安・ 

暮らしの安全 

○「日本一安全・安心な広島県」の実現に向けた取組が進み、広島に住む人も訪れる人

も、誰もが安全・安心を実感しています。 

○消費者として自ら考え行動する力が県民に育まれ、消費者被害を未然に防止する環

境が整っています。 

○生産者、事業者、消費者及び行政の協働により、食品の安全性が確保されています。 

○水道事業の効率的な運用や施設の強靭化が図られ、安全・安心な水が安定的に供給さ

れています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R7） 現状値 目標値（R12） 

刑法犯認知 
件数 

14,160 件 
（R１） 12,000 件以下 

14,675 件 
（R6） 

10,000件以下 

体感治安（治安良好
と感じる県民の割
合） 

85.3% 
（H29） 

90％以上 
88.4％ 
（R５） 

90%以上 
（維持） 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

治
安
・
暮
ら
し
の
安
全 

●「日本一安全・安心な広島県」の

実現に向けて、「『減らそう犯罪』広

島県民総ぐるみ運動」の推進をはじ

め、県民からの期待と信頼に応える

警察活動に取り組むことにより、多

くの県民が穏やかで幸せな暮らし

を実感できています。 

 

◆県民総ぐるみ運動の推進 

◆新たな犯罪脅威への対処 

◆交通事故抑止に向けた総

合対策 

 

 ◇刑法犯認知件数は、令和４年から３年連続で増

加に転じていること、特殊詐欺による深刻な被

害が継続していることに加え、「ＳＮＳ型投資詐

欺」の被害額が大幅に増加するなど、県民は、

新たな犯罪の脅威に晒されている状況にある。 

◇交通事故死者数については、目標（目標 60 人

以下、実績 58 人（R7））を達成しており、交

通事故重傷者数については、目標（目標 700 人

以下、実績 787 人（R7））は達成できていない

ものの、令和３年と比較して減少しており、着

実に成果は上がっている。 

●不幸にして犯罪等の被害に遭われ

た方が、被害を抱え込まずに支援機

関に相談し、必要な支援を受けるこ

とができています。 

 

◆犯罪被害者等への支援 

 

 ◇広島県犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被

害者等の被害の早期の軽減・回復に向けた相談・

支援体制の充実を図っているが、犯罪被害者等

を支援するための相談体制や性被害ワンストッ

プセンターひろしまの認知度は十分ではない

（目標 13％以上、実績 9.6%（R5））。 

●県民が消費生活を送る上で、必要

な判断力を身に付け、自主的に行動

ができるようになるための消費者

教育を受けることができる機会が

広がっているとともに、高齢者等の

配慮を必要とする人が、消費者被害

に遭わないよう支援を受けられて

います。また、消費者トラブルに遭

った時や不安を感じた場合に、それ

ぞれに合った方法で相談等ができ

るようになっています。 

 

◆消費者被害の防止と救済 

 

 ◇ＳＮＳをきっかけとした消費相談件数や、高齢

者のネット通販に関する消費相談件数の増加、

ダークパターン（人々の判断を誤らせるインタ

ーフェース）の出現や決済制度の多様化など、

多様化・複雑化した消費者トラブルへの防止と

救済の取組が十分でない。 
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見直し骨子（案） 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

治安・ 

暮らしの安全 

○「日本一安全・安心な広島県」の実現に向けた取組が進み、広島に住む人も訪れる人

も、誰もが安全・安心を実感しています。 

○消費者として自ら考え行動する力が県民に育まれ、消費者被害を未然に防止する環境

が整っています。 

○生産者、事業者、消費者及び行政の協働により、食品の安全性が確保されています。 

○水道事業の効率的な運用や施設の強靭化が図られ、安全・安心な水が安定的に供給さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

治
安
・
暮
ら
し
の
安
全 

◇社会情勢の変化が影響し、自転車盗や SNS を悪用した犯

罪等が増加傾向にあるため、「自らの安全は自ら守る」とい

う防犯意識と犯罪に加担しない規範意識の醸成をする必要

がある。【施策】 

◇悪質かつ巧妙化するサイバー犯罪に対し、産学官が連携

し、サイバーセキュリティに特化した広報活動を推進する

必要がある。【施策】 

◇特殊詐欺、ＳＮＳ型投資詐欺・ＳＮＳ型ロマンス詐欺では、

インターネットバンキングなどの他者を介さない手口での

被害が増加傾向にあり、従来の水際対策では防ぐことがで

きないケースが増えているため、被害者自身の防犯意識を

高める広報活動を推進する必要がある。【施策】 

●引き続き、SNS 型ロマンス詐欺、サイバー犯罪等の新た

な犯罪を抑止する警察活動に取り組む。 

●引き続き、ライフステージに応じた段階的かつ体系的な交

通安全教育などに取り組む。 

 

 

 

 

◇犯罪被害者等の被害影響の軽減・回復が早期に図れるよう、

必要な支援を必要な時期に受けることができる環境を整え

ておく必要がある。【施策】 

◇性被害は被害が潜在化しやすく、相談窓口の認知度が低い

ことから、被害を抱え込まずに相談できる機関の存在を広

く周知していく必要がある。【施策】 

●引き続き、被害の潜在化しやすい性犯罪・性暴力に対して、

｢性被害ワンストップセンターひろしま｣において 24 時間

365 日相談対応を行い、医療や法律等の専門的支援に取り

組む。 

 

 

◇消費生活をめぐる状況は、社会の飛躍的なデジタル化によ

る電子商取引の拡大や手口の悪質化巧妙化、高齢化の更な

る進展による単身高齢者の増加、成年年齢引下げによる脆

弱な消費者の増加など、大きく変化しており、それに伴い課

題も複雑多様化している。 

◇このため、県や多様な主体が連携の更なる強化を図りなが

ら、消費者一人ひとりに被害等に遭わない力を養う消費者

教育・啓発を行っていくことの重要性が高まっている。【目

指す姿・取組の方向】 

◇また、悪質な事業活動への対応や複雑多様化する相談への

対応、増加する単身高齢者等への支援を継続・強化していく

必要がある。【目指す姿・取組の方向】 

◇消費者被害の防止と救済の取組に加え、消費者がより良い

商品・サービスを自主的・合理的に選べる環境確保等、幅広

く取り組んでいく必要がある。【取組の方向】 

●消費者がより良い商品・サービスを自主的・合理的に選べ

る環境確保等の幅広い取組を位置付ける。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿（10 年後） 取組の方向  

治
安
・
暮
ら
し
の
安
全 

●生産者、事業者、消費者及び行政

が相互に協働して食品の安全性を

確保するためのリスク管理の仕組

みが構築され、県民は安全な食品を

安心して食べることができていま

す。 

 

◆食品の安全・安心確保対策 

 

 ◇食品の安全・安心確保対策については、生産者

や事業者に対して、講習会の開催やホームペー

ジでの講習動画配信、監視指導等を通じ、ＨＡ

ＣＣＰについて周知等を行ったことによって、

講習会受講者に占めるＨＡＣＣＰを理解してい

る者の割合は、目標（目標 60%、実績 68%

（R6））を上回って推移しているうえ、有症者

50 人以上の集団食中毒発生件数も目標（目標

2.2 件、実績 0.8 件（R6））を達成している。 

●県と市町が一体となって、水道事

業の広域連携に取り組むことで、水

源の広域的な運用、施設の最適な配

置や強靭化、デジタル技術の活用な

どによる業務の効率化が図られ、安

全・安心な水が、安定的に供給され

ています。 

◆水道事業の広域連携 

 

 ◇令和４年 11 月に、14 市町と県で広島県水道

広域連合企業団を設立し、令和５年４月に事業

を開始したところであり、全体最適の観点から、

市町の枠を超えた施設の再編整備や危機管理の

強化などに取り組んでいる。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

治
安
・
暮
ら
し
の
安
全 

◇コロナ禍の生活様式の変化により、食品のテイクアウトや

宅配、弁当・総菜の需要が増加しており、こうした弁当や総

菜等の大量調理施設において、食中毒が発生すると大規模と

なるおそれが高いため、今後重点的に監視指導を実施する必

要がある。【施策】 

 

●大量調理施設を中心に、引き続き、監視指導等の安全・安

心確保対策に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

◇人口減少による給水収益の減少や、施設の更新費用の増加

など、今後も水道事業の経営環境の悪化が見込まれる中、引

き続き、県内水道事業全体における広域連携を推進し、持続

可能な水道事業に向けた経営基盤の強化を図る必要があ

る。【施策】 

●引き続き、持続可能な水道事業を実現するため、市町の枠

にとらわれない、県内水道事業の広域連携を推進に取り組

む。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

環 境 
○県民や事業者が地球温暖化をはじめとする環境問題の重要性を共有し、環境と共生

した生活スタイルや事業活動が定着することにより資源循環・自然共存社会が実現

し、環境への負荷の少ない持続可能な社会が構築されています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R7） 現状値 目標値 

温室効果ガス排出量
（削減率） 

5,903万ｔ 
（H25） 

5,039万ｔ 
（▲15%） 

4,825万ｔ 
（▲18％） 

（R3） 

4,600万ｔ 
（▲22％） 

３品目（ペットボト
ル、プラスチックボ
トル、レジ袋）の海
岸漂着物量 

8.4ｔ 
（R1） 

7.9ｔ 
1.5ｔ 

（R6） 6.3ｔ 

産業廃棄物の再生利
用率 

74.9% 
（H30） 

75.5％ 
73.9％ 
（R5） 76.1% 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

環 

境 

●ネット・ゼロカーボン社会の実現

に向けて、省エネ住宅や省エネ家電

等の普及・拡大や、生産・加工・流

通・消費の各段階における省エネル

ギーの徹底、再生可能エネルギーの

活用が進み、二酸化炭素の排出をで

きるだけ抑えた暮らしや事業活動

が定着しています。加えて、資源と

しての二酸化炭素の再利用や石油

由来プラスチックからの代替など

を促進し、環境と地域経済の好循環

を図りながら、広島型カーボンサイ

クル構築の取組が加速しています。 

◆ネット・ゼロカーボン社会

の実現に向けた地球温暖化

対策の推進 

 

 ◇二酸化炭素排出量は、平成 25 年度から直近の

集計データである令和３年度にかけて、家庭部門

が 33％減、産業部門が 15％減と順調に削減が

進んでいる。 

また、広島型カーボンサイクル構築に向けて

は、カーボンリサイクル関連技術の研究・実証支

援制度において 16 件の研究を採択するととも

に、国主催の「カーボンリサイクル産学官国際会

議 2023」を誘致し、国内外の関係者に本県取組

の発信を行った。 
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見直し骨子（案） 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

環 境 
○県民や事業者が地球温暖化をはじめとする環境問題の重要性を共有し、環境と共生

した生活スタイルや事業活動が定着することにより資源循環・自然共存社会が実現

し、環境への負荷の少ない持続可能な社会が構築されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

環 

境 

◇広島県地球温暖化防止地域計画の改訂などから、指標を現

状にあったものに見直す必要がある。【施策】 

◇ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けて、より実効性の

ある施策に取り組む必要がある。【施策】 

◇中小企業の多くは環境への取組みが遅れている。民生部門

では家電の大型化等による消費エネルギーの増加要因も見

られることからも、省エネルギー対策等の推進が企業・家庭

ともに必要である。【施策】 

◇自家消費型太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入促

進が必要である。【施策】 

◇カーボンリサイクル技術の多くが研究開発段階にあるこ

とから、研究開発支援メニューの充実を図るとともに、CR

技術・製品の事業化・社会実装を推進する必要がある。【施

策】 

●ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けて、引き続き、炭素

型ライフスタイルへの転換を一層促すとともに、事業者に寄

り添った脱炭素経営視点での省エネルギー対策や再生可能エ

ネルギー導入の促進に取り組む。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿（10 年後） 取組の方向  

環 

境 

●大気・水・土壌等が環境基準に適

合した状態が引き続き保たれてい

ます。また、今日的な課題である海

洋プラスチックごみによる新たな

汚染がゼロになる仕組みの構築や、

海洋生分解性プラスチック等の開

発・普及促進の取組が進んでいると

ともに、かき養殖に由来するごみの

流出防止対策の徹底が図られるこ

とにより、本県の宝である瀬戸内海

の環境が保全されています。さら

に、これらの情報が県民へ適切に発

信されることで、安心・安全に生活

できる良好な地域環境が確保され

ています。 

 

◆地域環境の保全 

 

 ◇県内の大気・水・土壌等の汚染状況を常時監視

し、ホームページ等で公表することにより、県

民へ情報発信を行っている。大気・水・土壌等

の環境基準達成率は 100％を維持している。 

◇「ＧＲＥＥＮ ＳＥＡ瀬戸内ひろしま・プラッ

トフォーム（ＧＳＨＩＰ）」の参画会員と連携し

て、テイクアウト容器などの代替材転換等によ

るワンウェイプラスチックの使用量削減やナッ

ジ理論を活用した屋外回収拠点の多様化等によ

る流出防止対策、海岸や街中での清掃活動等を

行ってきた結果、３品目(ペットボトル、プラス

チックボトル、レジ袋)の海岸漂着物は目標を上

回るペースで減少しており、海ごみ削減が着実

に進んでいる。 

また、かき養殖に由来する漁業関連ごみにつ

いても、かき養殖業者による流出防止対策や漂

着物が多く確認されていた離島海岸等の立入困

難エリアにおける継続的な清掃活動により、令

和３年度から大幅に減少している（海岸漂着物

量調査（かき養殖に由来するごみ） R3 年度：

29.2ｔ→R６年度：6.6ｔ）。 

●廃棄物が適正かつ効率的・安定的

に処理されているとともに、新たな

資源の投入量・消費量を抑えつつ、

発生した廃棄物が素材ごとに高度

に選別され、資源として再生利用さ

れることにより、循環経済が構築さ

れています。 

 

◆廃棄物の適正処理 

 

 ◇がれき類や廃プラスチック類の再生利用率に

ついては、デジタル技術を活用した高度な破砕・

選別施設が県内各地に整備されたことにより、

これまで再生利用のあまり進んでいなかった混

合廃棄物の再生利用量が増加し、目標値（がれ

き類：目標 93.0%、実績 94.0%、廃プラスチ

ック類：目標 73.0%、実績 79.2%（R5））を

上回っている。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

環 

境 

◇PFOS 等の新たに健康への影響が懸念される物質による汚

染について、対策を講じていく必要がある。【施策】 

◇代替素材製品（海洋生分解性プラ・紙等）の開発・普及促

進を行う必要がある。【施策】 

◇かき養殖に由来するごみは、市町や漁業者等と連携しなが

ら、発生抑制、流出防止対策の徹底を図っていくとともに、

海洋生分解性プラスチック等の環境に配慮した素材への転

換についても、検討を進めていく必要がある。【施策】 

◇カーボンニュートラルの実現やサーキュラーエコノミーの

推進に向けた視点も加えた上で、対策を進めていく必要があ

る。【施策】 

◇使い捨てプラスチックを軸とした代替品への転換を引き続

き進めるとともに、プラスチックの使用を削減していく取組

を、需要側（消費者）へのアプローチとセットで進めていく

必要がある。また、マイクロプラスチックについて、実態調

査や具体的な対策を講じていく必要がある。【施策】 

●引き続き、ワンウェイプラスチックの削減及び代替素材製

品の社会実装化、かき養殖に由来するごみの流出防止対策

など、瀬戸内海の環境保全に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

◇第５次循環型社会形成推進基本計画では、資源生産性・

循環利用率を高める取組を一段と強化するためには、従

来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の線形経済から、

持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循

環経済への移行を推進することが重要であり、循環経済

への移行は、気候変動、生物多様性の損失、環境汚染等

の社会問題を解決し、産業競争力の強化、経済安全保障

等に資するものであるとされており、本県としても積極

的に循環経済の構築を目指す必要がある。【目指す姿】 

◇事業者や自治体によるプラスチックリサイクルの更なる

推進が必要である。【施策】 

◇不法投棄の根絶に向け、監視体制の確保・強化が必要であ

る。【施策】 

◇新製品・新素材の普及によるリサイクル困難物の増加に対

応するため、処理体制の強化（デジタル技術の活用等）やリ

ユースの強化（研究開発支援等）を推進する必要がある。【施

策】 

●持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循環

経済への移行を推進する取組を位置付ける。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿（10 年後） 取組の方向  

環 

境 

●自然公園等施設が、身近な自然や

生きものとのふれあいの場として、

安全で快適に県民に広く利用され

ているとともに、貴重な生きものに

関する環境学習や保護活動の情報

が得られ、県民自らが保全活動に参

画し、自然環境保全や野生生物保護

の重要性の理解が深まっています。 

 

◆自然環境と生物多様性の

保全の実現 

 

 ◇自然公園等施設については、利用者の約半数を占

める宮島が訪日観光客数の増加により過去最多の

利用者数となったものの、日本人観光客数につい

ては、人口減少や少子高齢化が進む中、長期的に横

ばい傾向にあることや、猛暑日の増加により、外出

を控えたことなどが影響していることから、令和

６年度の自然公園利用者数は 8,271 千人で、目標

値（9,642 千人）の 85.7％に留まった。 

●県民や事業者が環境問題を自らの

問題として捉え、環境と経済・生活

のどちらかではなくどちらも追求

する社会となるよう、環境保全に取

り組む人材が育成され、地域や企業

において具体的な活動が行われて

います。 

 

 

◆県民・事業者の自主的取組

の促進 

 

 ◇「環境保全活動に取り組んでいる県民の割合」

については、平成 29 年度 39.7％、令和２年度

59.9％、令和５年度 69.8％と着実に実際の行

動へつながっており、県民のＳＤＧｓに対する

認識や環境保全活動の必要性が広く浸透してき

ている。また、「ひろしま地球環境フォーラム会

員のうち、ＳＤＧｓと関連づけて事業活動を行

っている事業者の割合」についても、令和 5 年

度 63.5％に対して令和 6 年度 67.4％と、Ｓ

ＤＧｓシンポジウムやセミナーにおける参加者

への直接的な働きかけにより、会員に意識付け

が進んでいる。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

環 

境 

◇施設の魅力の発信が充分でなく、周辺エリア一帯として情

報発信をしていく必要がある。【目指す姿】 

◇自然公園施設等の老朽化に加え、大規模な電気設備更新な

ど新たな課題が発生している。 

◇ニーズや社会情勢の変化を踏まえた環境整備に取り組む

必要がある一方で、有効活用できていない自然公園の施設

等はダウンサイジングする必要がある。【施策】 

◇生息環境等が変化し、絶滅の危機に瀕している生きもの

（種）が増加している。 

◇クマなど大型獣による被害に対して社会の関心が高まっ

ていることから、被害防止対策の強化がより一層求められ

る。 

●自然公園施設だけでなく、周辺エリアを一帯として魅力を

発信する取組を位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

◇引き続き、環境保全に取り組む人材が育成され地域や企業

において具体的な活動が行われるよう取り組む必要があ

る。【施策】 

●SＤＧｓを基調とした考え方に基づき、引き続き、環境保

全に関する意識醸成に繋がる啓発活動等に取り組む。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

観 光 

○広島県を訪れる国内外の多くの人々に、平和への想い、穏やかな瀬戸内や里山といっ

た自然と暮らしが一体となった情景、古代から戦後の復興までの重層的な歴史・文化、

食などの多彩な魅力を通じた、本県でしか得られない価値を提供することで、日本を

代表する観光地として評価され、そのことについて県民や事業者が誇りを持っている

とともに、観光が県経済を支える産業の一つとなっています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R７） 現状値 目標値（R12） 

観光消費額 
4,410億円 

（R1） 
6,300 億円 

5,918億円 
（R６） 

8,000億円 

観光客の満足度 
73.4% 
（R1） 

90% 
79.9% 
（R６） 

90% 

住民の満足度 － 80% 
60.6% 
（R６） 

90% 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

観 

光 

●真に価値のある観光プロダクトや

多彩で魅力的な観光資源が整って

いることで、観光地としての「ひろ

しまブランド」や「瀬戸内ブランド」

の認知が高まり、広島県を訪れた国

内外の多くの人々が、本県でしか得

られない価値に触れ、「もう一度、

時間をかけて体験したい」、「ほかの

魅力にも接してみたい」と思ってい

ただける観光地となっています。 

◆ブランド価値の向上につ

ながる魅力づくり 

◆誰もが快適かつ安心して

楽しめる受入環境整備 

◆広島ファンの増加 

 

 ◇コロナ禍を経た新たな観光ニーズを踏まえなが

ら、県内各地で、本県の多彩な魅力を生かした観

光プロダクトの開発に取り組むとともに、そうし

た観光プロダクトの開発における異業種を含む幅

広い事業者間連携の推進、観光関連データを市町

等と共有する基盤整備などに取り組み、「観光消費

額」の他、KPI として設定している「外国人観光

客数」、「宿泊者数」、「外国人宿泊者数」、について

はコロナ禍前の水準に戻った。一方で、「総観光客

数」についてはコロナ禍後、徐々に回復しつつあ

るものの、観光客は三大都市圏（東京・大阪・京

都）に集中する傾向が続いている。 

◇Ｇ７広島サミットの開催効果によるインバウン

ド需要の回復を見据えた、デジタル化対策、省エ

ネ対策などの受入環境整備の支援、観光関連事業

者の生産性向上や観光客等の利便性向上につなげ

るためのＤＸツールの導入支援、広島県に関する

深い知識を持った質の高いガイドの充実に向けた

地域通訳案内士の育成、及び観光関連事業者等の

おもてなし意識の向上などに取り組んでおり、「観

光客の満足度」の向上に一定の成果はあったもの

の、更なる受入環境の充実・強化が必要と考えて

いる。 

●高齢者や外国人を含めた全ての観

光客がストレスなく、自然災害発生

時等にも安全が確保され、便利に安

心して旅行できる環境が整ってい

ます。 

 

●国内外の多くの方から高く評価さ

れ、選ばれる観光地となっているこ

とについて、県民や観光関連事業者

が誇りを持っており、県民一人一人

が、より一層「おもてなし」の心を

持って観光客に接しています。 

 

●高まった魅力や評価から得られる

誇りを背景に、幅広い事業者が新た

に観光に携わり、イノベーションに

挑戦し続けることにより、急激な環

境変化にも柔軟に対応しています。 

 

●その結果、広島県のブランド価値

がより高まり、更なる来訪の増加や

評価の高まりにつながるといった

好循環が生まれており、基幹産業で

あるものづくり産業に加え、観光が

県経済の成長を支える産業の一つ

となっています。 
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改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

観 光 

○広島県を訪れる国内外の多くの人々に、平和への想い、穏やかな瀬戸内や里山とい

った自然と暮らしが一体となった情景、古代から戦後の復興までの重層的な歴史・文

化、食などの多彩な魅力を通じた、本県でしか得られない価値を提供することで、日

本を代表する観光地として評価され、そのことについて県民や事業者が誇りを持って

いるとともに、観光が県経済を支える産業の一つとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

観 

光 

◇多彩な食資産があるにもかかわらず、県民及び県外からの

来訪者に、そのポテンシャルが十分に評価されていないた

め、「強固なブランドイメージを創るための新たな強みの創

出に向けた取組」や「食の多様性の創出に向けた取組」など、

価値づくりと価値発信を両輪で進め、ひろしまは美味しさ

の宝庫であることの認知・共感を高め、農林水産物の消費拡

大や観光消費額の増加につなげる必要がある。【取組の方

向】 

●ひろしまは美味しさの宝庫であることの認知・共感を高め

る取組を位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇急激な観光需要の高まりを受け、観光関連事業者の人的リ

ソース不足が懸念される中、混雑回避のニーズの高まりや、

観光客の地域住民の生活等に配慮した旅行行動への変容等

を促す取組が必要となっている。【目指す姿】 

●観光客が快適に過ごせているとともに、地域住民の生活環

境が維持・向上する取組を位置付ける。 

 

 

 

◇コロナ禍を経て、人手不足の顕在化やデジタル技術の普及

などの観光を取り巻く環境変化に対応していくため、新た

な観光人材を育成・確保するための取組や、デジタル技術等

を活用した業務効率化などの推進により観光産業を支える

土台作りを進める必要がある。【取組の方向】 

 

 

●新たな観光人材を育成・確保するための取組やデジタル技

術等を活用した業務効率化など、観光産業を支える土台づ

くりを位置付ける。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

スポーツ・文化 

○広島東洋カープや広島交響楽団といった戦後復興の象徴として県民と支え合い、歴

史をともに築いてきたプロフェッショナル団体等の取組や、駅伝や広島神楽など、地

域が大切に育んできた、全国にも誇れるアマチュア団体等の取組によって積み重ねら

れてきた「広島のスポーツ・文化の伝統」に、時代が求める新たなスポーツや文化芸

術の要素を取り込みながら、更に磨いていくことで、地域への愛着や誇りの醸成が進

み、地域経済の活性化にも結びついています。 

 

 

 

 

指標 基準値 目標値（R７） 現状値 目標値（R12） 

スポーツを楽しめることを
誇りに思う県民の割合 

52.4% 
（全国1位） 

（Ｒ１） 
58.7% 

61.9% 
（Ｒ７） 

65% 

週に 1 日以上のスポーツ
実施率 

県：41.8% 
国：53.6% 
（Ｒ１） 

53.4% 
51.1% 
（Ｒ６） 

65% 

過去 1 年間に文化芸術活
動（鑑賞・体験等）に参加
した県民の割合 

鑑賞活動：48.3% 
体験活動：19.5% 

（Ｒ２） 

鑑賞活動：65％ 
体験活動：35％ 

鑑賞活動62.3％ 
体験活動41.1％ 

（Ｒ６） 

鑑賞活動：80% 
体験活動：50% 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

文
化 

●地域の多彩なスポーツ資源に対す

る県民の認知が高まり、それらを活

用した地域づくりの取組が県内各

地で盛んになることで、新たな賑わ

いの創出や地域経済の活性化など

の成果が現れ始めています。 

●多くの県民が野球やサッカーとい

った身近なスポーツに限らず、都市

と自然の近接性という本県の強み

を生かし、マリンスポーツやウィン

タースポーツ、アーバンスポーツ、

e スポーツといった多様なスポーツ

を楽しんでいます。 

●スポーツを「する」だけでなく、県

内のトップチームやアスリートの

活躍を「みる」ことや、スポーツボ

ランティアなどのスポーツ活動を

「ささえる」輪が広がることで、県

民同士の一体感が高まり、広島が新

たな「スポーツ王国」として広く認

知され、地域への愛着や誇りが醸成

されつつあります。 

●パラスポーツについて県民の認知

が高まり、障害の有無や、年齢、性

別を問わず、誰もが参画し、楽しむ

ことで、スポーツが多様性を認め合

うきっかけとなっています。 

◆スポーツを活用した地域

活性化 

◆誰もがスポーツに親しむ

環境の充実 

◆スポーツ競技力の向上 

 

 

 

 ◇スポーツを活用した地域活性化の取組について

は、市町に対し人脈の形成やノウハウの提供、財

政的な支援に加え、地域課題に対して関心の高い

Team WISH参画チームと市町をつなぐなどの伴

走型のサポートを行った結果、令和６年までに12

市町が「わがまち スポーツ」の取組を実施した。 

◇令和４年から、広島を拠点に世界や全国で活躍す

る県内のスポーツチームと連携した広島横断型ス

ポーツ応援プロジェクト「Team WISH」として、

ウェブ上でのサービスや県民と選手が触れ合える

場の創出などに取り組んでいる。 

◇ジュニアアスリートの発掘・育成については、ひ

ろしまスポーツアカデミー（ホッケー、カヌー、

ローイング、ボウリング）を令和４年度に立ち上

げ、令和６年度にはレスリング競技を追加し、一

部の競技に特化した育成強化に取り組んだ。ひろ

しまスポーツアカデミーでは、全国大会等で入賞

する等成果を上げている。 

◇パラスポーツに対する県民の認知度の向上に向

けて、障害の有無に関わらず誰もが参画し楽しめ

る「インクルーシブ・スポーツ・フェスタ広島」

の初開催などに取り組んだ。R6 に実施したフェ

スタでは、５市町 11 競技の体験会に参加者・ボ

ランティア・観客など、約 4,500 名の参加があ

り、パラスポーツの普及啓発が一定程度進んでき

ている。 
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改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

スポーツ・文化 

○広島東洋カープや広島交響楽団といった戦後復興の象徴として県民と支え合い、歴

史をともに築いてきたプロフェッショナル団体等の取組や、駅伝や広島神楽など、地

域が大切に育んできた、全国にも誇れるアマチュア団体等の取組によって積み重ねら

れてきた「広島のスポーツ・文化の伝統」に、時代が求める新たなスポーツや文化芸

術の要素を取り込みながら、更に磨いていくことで、地域への愛着や誇りの醸成が進

み、地域経済の活性化にも結びついています。 

○県民一人一人が、それぞれの価値観やライフスタイルに応じてスポーツや文化芸術

を楽しむことで、健康や心の豊かさを実感し、彩りや潤いのある生活を送っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

文
化 

◇「広島県民の運動・スポーツに関する意識調査（令和６年

度）」では、本県の 20 歳以上の週 1 回以上のスポーツ実施

率は 51.1%と、全国平均の 52.5%に比べ、低い状況とな

っている。 

特に男性では 40～50 代の実施率が、女性では 30 代～

40 代の同実施率が低くなっており、県民が身近な公共空間

を活用して、誰もがスポーツを楽しめる環境を整える取組の

充実が必要である。 

◇県内のスポーツチームは、一部のチーム以外は広く県民に

認知されていない状況がある。 

◇運動が好きで、勝負にこだわって挑戦したい子供を応援し、

成績上位者を育てていくことに注力をしてきた一方で、身体

を動かすことは好きだが、好きな競技に出会えていない子供

たちや、スポーツをする機会がない子供たちに向き合えてい

ないため、子供たち一人一人の資質や志向に応じた機会を提

供する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第Ⅲ期スポーツ推進計画（R.6.4～）の策定に当たり、広島県

スポーツ推進審議会等での議論を踏まえ、スポーツを通じて実

現すべき価値を次のとおり再整理する。 

・県民誰もが、「する」「みる」「ささえる」など多様な形でスポ

ーツを楽しむことで健康と豊かさを実感する。（安心） 

・本県の強みであるプロスポーツ等の活躍により熱狂や感動を

享受することや、身近な地域のスポーツ資源を活用した地域づ

くりの取組により、本県や地域社会への愛着や誇りが醸成され

る。（誇り） 

・県民一人一人の資質や志向に応じた挑戦ができる良質なスポ

ーツ実施環境のもとで、スポーツを通じた夢や希望に挑戦でき

る社会が実現されている。（挑戦） 

 

  



41 
 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

文
化 

●多様な文化芸術について、県民の

様々なニーズに応じた、「鑑賞す

る」「自ら体験する」ことができる

機会が充実し、多くの県民が参画し

ています。 

●広島を代表する文化芸術として、

神楽や交響楽団などが県内外から

高く評価されることで、文化芸術に

対する県民の関心が高まり、親しむ

人が増え、地域への愛着や誇りが醸

成されつつあります。 

●地域の歴史文化に触れることがで

きる機会が充実し、また、こうした

歴史文化の情報が一元的に集約さ

れ、容易にアクセスできるなど、地

域の歴史文化を知ることができる

環境が整い、県民の理解が進んでい

ます。 

◆文化芸術に親しむ環境の

充実 

 

 ◇オンライン鑑賞の普及等が進む中で、県立美術館

での多様な世代が楽しめる展覧会の開催を始め、

県内神楽団体や広島交響楽団と連携した「Ｇ７広

島サミット１周年記念コンサート」の実施などを

通じて、文化芸術の魅力を効果的に発信した結果、

KPI である「文化芸術に関心がある県民の割合」

は、目標（目標 83.4％、実績 85.0％（R6））を

達成した。 

◇地域の歴史に触れることができるイベント情報

等の発信に取り組んだほか、県立歴史博物館等に

おいて、地域密着型の展示開催や体験活動の提供

等を行い、地域の歴史文化の理解促進に向けた機

会の充実に努めてきたが、県民の文化芸術に対す

る興味やニーズが多様化していることから、KPI

である「地域の歴史について知っている県民の割

合」は、目標（目標 26.9%、実績 20.8%（R6））

の達成には至っていない。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

文
化 

◇県民の価値観やライフスタイルが多様化する中で、生活に

安らぎや幸せなどの豊かさをもたらす文化芸術の本質的な

価値や直接体験の意義が再認識されている。一方で、文化芸

術により生活に豊かさがもたらされているという実感が十

分に広がっていないため、県民が実感できるよう取り組む

必要がある。【目指す姿】 

◇県内の豊かな自然や歴史、風土に培われてきた特色ある文

化芸術や、地域で新たに生まれた多彩な文化芸術の魅力が、

身近な存在として県民に十分に親しまれていないため、県

民がその魅力を感じられるよう取り組む必要がある。【目指

す姿】 

 

 

 

●県民の価値観やライフスタイルが多様化する中で、生活に

安らぎや幸せなどの豊かさをもたらすという文化芸術の本

質的な価値を県民が実感できる取組を位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

 

現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

平 和 

○世界で最初の被爆地広島が、平和に関する資源が集まり平和のための活動が効果的

に生み出される国際平和の拠点としての役割を果たし、核兵器のない平和な世界の実

現に具体的に貢献していくことで、世界中の全ての人たちが、核兵器による脅威から

解放され、安心して暮らしています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R７） 現状値 目標値（R12） 

核兵器廃絶に向けた
国際的な合意形成 

合意形成方策の検討 
多国間枠組みを 

構築することに、国連
加盟国の過半数が賛同 

合意形成に向けた働き
かけを実施 
（Ｒ６） 

多国間枠組みに核兵器
国を含む全ての国が 

参加 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

平 

和 

●核兵器の存在を前提としない、新

たな安全保障政策に基づく多国間

枠組みに、核兵器国を含む全ての国

の合意、参加を得て、核兵器廃絶の

実現に向けた具体的な道筋が明ら

かになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆核兵器廃絶に向けた新た

な政策づくりと多国間枠組

みの形成 

◆平和の取組への賛同者の

拡大と世界への働きかけ 

 

 ◇核抑止に替わる新たな安全保障政策づくりに向

け、世界的な平和研究機関と政策提言の基礎とな

る核抑止に頼らない安全保障のあり方に関する調

査研究を進めており、積極的な情報発信を行って

いる。 

◇国連の次期開発目標に核兵器廃絶が位置付けら

れることを目指して、国際会議等の機会を生かし

て国際社会への働きかけを進めているとともに、

令和４年４月に設立した、市民社会から働きかけ

を行う「グローバル・アライアンス『持続可能な

平和と繁栄を全ての人に』」（通称 GASPPA）を

中心に、国際ＮＧＯ等との連携も深まってきてお

り、KPI である「国連等で意見表明する資格を有

するＮＧＯ等と連携した数（累計）」は目標（目標

15 団体、実績 17 団体（R6））を達成している。 

 

 

●広島で平和を学んだ将来を担う若

い世代が、戦争で傷ついた地域の復

興を支える取組に参画するなど、

様々な形で平和を希求する活動に

持続的に関わることで、世界中に共

感の輪が広がり、国際社会に影響を

与え、安心して暮らせる平和な世界

の実現に貢献しています。 

 

 

 

◆広島が有する経験や資源

を生かした復興・平和構築 

 

 ◇紛争終結国や開発途上国の発展に貢献できる人

材の育成に向け、Ｇ７広島サミットのパートナー

ズ・プログラムにおいてユニタール広島事務所と

連携したイベントの開催や、「グローバル未来塾in

ひろしま」や「広島-ICAN アカデミー」等の継続

実施により、多くの方に被爆、復興の歴史や被ば

く者医療などについて学ぶ機会を提供すること

で、今後の国際平和構築に貢献する次世代の人材

育成が進んでおり、KPI である「県が提供するプ

ログラム等により、被爆、復興の歴史や被ばく者

医療などについて学んだ人数」は目標（目標

18,000 人、実績 19,947 人（R6））を達成して

いる。 

●賛同者の拡大に伴い、平和に関す

る人材、知識・情報、資金などの資

源が、国内外から、広島へ持続的に

集積され、広島が、平和に関する諸

課題を解決に導く国際平和拠点と

して世界中から認知され、平和への

期待が集う場所としての役割を発

揮しています。 

◆持続可能な平和推進メカ

ニズムの構築 

 

 ◇平和に関する資源の集積機能や研究機能等を備

えたセンター機能を備えた、へいわ創造機構ひろ

しま（ＨＯＰe）を令和３年４月に設立するなど、

核兵器のない平和な世界の実現に具体的に貢献す

るための基盤整備が着実に進んでいる。 
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改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

平 和 

○世界で最初の被爆地広島が、平和に関する資源が集まり平和のための活動が効果的

に生み出される国際平和の拠点としての役割を果たし、核兵器のない平和な世界の実

現に具体的に貢献していくことで、世界中の全ての人たちが、核兵器による脅威から

解放され、安心して暮らしています。 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

平 

和 

◇安全保障環境の悪化により、軍拡や核兵器に対する期待が

高まる中で、研究分野においても、軍縮に向けた分析をする

ことが困難になっている。また、核兵器に対する依存や国家

間の分断が進んでおり、安全保障の面からの議論が硬直化

している。 

◇一方で、将来の地球規模課題を解決する目的で開かれた、

令和６年の国連未来サミットでは、核兵器問題が地球規模

で解決すべき課題の１つとして位置付けられた。また、核兵

器問題と社会的諸課題のつながりに着目して活動する若い

世代によるグループも出現している。 

◇こういった外部環境の変化を加味し、引き続き核抑止に頼

らない新たな安全保障のあり方について、これまでの成果

を検証する必要があるとともに、追加研究や政策への落と

し込みを、多くの研究機関と関わりながら実施していくこ

とが必要である。 

また、各国政府ヘの働きかけや多様な主体との連携を強

化することで、核兵器問題が環境問題等と同様に、地球や人

類の持続可能性に関わる問題として、多国間枠組みである

国連の次期開発目標に位置付けられ、各国政府を含む国際

社会全体で取り組まれる必要がある。【目指す姿・取組の方

向】 

●核兵器の存在を前提としない、新たな安全保障政策を策定

する取組を位置付ける。 

●被爆者の高齢化を踏まえ、国際的な人材育成機関や、県内

教育機関と連携し、核兵器廃絶に向けた取組を将来的に担

う若者の人材育成を加速する取組を位置付ける。 

●へいわ創造機構ひろしま（HOPe）とも連携して、平和に

関する資源の集積機能や平和に関する諸課題を解決に導く

ための研究機能等を備えたセンター機能の確立を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇被爆の実相を伝えてきた被爆者の高齢化や減少が進むと

ともに、人材育成プログラムの成果を生かして活動してい

る若者は限定的である。 

◇このような中、未来への平和の思いを繋いでいくために

は、日本被団協のノーベル平和賞受賞による核のタブーへ

の関心の高まりを追い風に、戦争で傷ついた地域の復興を

支える取組をはじめ、核兵器廃絶や平和構築に向けた取組

を将来的に担う若者の人材育成を加速させるとともに、研

修修了生への効果的なフォロー策を検討する必要がある。

【目指す姿・取組の方向】 

 

◇今後は、平和の取組を持続的なものとしていくための経済

界を中心としたマルチステークホルダーとの連携強化や、

平和に関する資源の集積機能を備えたセンター機能の確立

を進める必要がある。【取組の方向】 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

働き方改革・ 

多様な主体の活躍 

○働き方改革などの進展により、女性、若年者、高齢者、障害者、外国人など多様な人

材誰もが、働く上での不安や障壁を感じることなく、働きがいをもって思い思いの働

き方にチャレンジし、地域や社会とのつながり、望む経験の積み重ねや成長、理想の

ライフスタイルの実現など、働くことを通じた人生の豊かさを実感しています。 

○企業においては、多彩な人材の視点やアイデア、パフォーマンスによる多様性が発揮

されることで、新たな商品やビジネスを創出していくイノベーション力や生産性の高

い事業活動を展開しています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R７） 現状値 目標値（R12） 

従業員が働きがいを感じて意
欲的に働くことができる環境
づくりに取り組む企業（従業
員 31 人以上）の割合 

30.6％ 
（Ｒ２） 

50％ 
44.6％ 
（Ｒ５） 

80%以上 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

働
き
方
改
革
・
多
様
な
主
体
の
活
躍 

●県内企業において、テレワークな

ど時間や場所にとらわれない柔軟

な働き方や、働きやすさのみなら

ず、従業員の働きがいや達成感につ

ながる取組が進むことで、従業員の

力が最大限に発揮され組織力が向

上するなど、働き方改革を企業成長

に生かす取組が先駆的に進んでい

ます。 

 

◆働き方改革の促進 

 

 ◇働き方改革の取組においては、企業経営者等を対

象とした勉強会の開催やイクボス同盟ひろしまの

活動などを通じて、働きやすさと働きがいの両方

を実現する働き方改革の経営メリットを訴求する

ことで、取組の意義理解を促進したほか、民間専

門機関の知見を活用した「働きがいのある会社」

認定企業・優秀企業の創出・情報発信等により、

ビジョン指標である「従業員が働きがいを感じて

意欲的に働くことができる環境づくりに取り組む

企業（従業員 31 人以上）の割合」は、目標を上

回って推移している。 

●様々な職場において、妊娠・出産・

子育て等のライフイベントと両立

しながら安心して働き続けること

ができる環境の整備が進むととも

に、いわゆる「Ｍ字カーブ」が概ね

解消されるなど、女性の就業率が向

上し、意欲高く、職場において責任

ある業務や役割にチャレンジする

女性が増えています。 

 

◆女性の活躍促進 

 

 ◇女性の活躍促進の取組においては、広島県女性活

躍推進アドバイザーによる県内企業への伴走支援

や、広島県男性育児休業取得促進ベストプラクテ

ィスの発信等の取組を行っていることもあり、女

性の就業率は増加を続けていることから、女性が

働き続けることができる環境の整備は一定程度進

んできている。しかし、令和４年の就業構造基本

調査を確認すると、30～34 歳の女性の有業率の

みが 75.3％と低く、この年齢層の女性にとって、

依然として、結婚・出産・子育てというライフイ

ベントが働き続けるための障壁となっている。 

●県内外の若年者の県内企業への興

味・関心や就業意欲が高まることに

より、誇りや希望をもって県内での

就業と暮らしを選択する若年者が

増え、就職に伴う若年者の転出超過

数が縮小しています。 

●広島県への移住により、移住者の

希望するライフスタイルや働き方

の価値観が実現されることで、広島

県の移住先としてのブランドが確

立され、東京圏等から移住者が高い

水準で安定的・継続的に転入してい

ます。 

◆若年者等の県内就職・定着

促進 

 

 ◇若年者等の県内就職・定着促進の取組において

は、高校生・大学生をターゲットとした AISAS モ

デルによりパッケージングした施策として実施し

た効果もあって、ＫＰＩである「若年者の社会動

態（20～24 歳の「就職」を理由とした転出超過

数）」は、令和６年度で 2,009 人となり、前年度

に比べ 474 人改善しているものの、目標（目標

1,740 人、実績 2.009 人（R6））を下回った。

また、県外からの移住促進に向けて、リアルとオ

ンラインを組み合わせた情報発信を行った結果、

ＫＰＩである「県外からの移住世帯数（移住施策

捕捉分）」は目標（目標 665 世帯、実績 712 世

帯（R6））を上回って推移している。 
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改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

働き方改革・ 

多様な主体の活躍 

○働き方改革などの進展により、女性、若年者、高齢者、障害者、外国人など多様な

人材誰もが、働く上での不安や障壁を感じることなく、働きがいをもって思い思いの

働き方にチャレンジし、地域や社会とのつながり、望む経験の積み重ねや成長、理想

のライフスタイルの実現など、働くことを通じた人生の豊かさを実感しています。 

○企業においては、多彩な人材の視点やアイデア、パフォーマンスによる多様性が発

揮されることで、新たな商品やビジネスを創出していくイノベーション力や生産性の

高い事業活動を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

働
き
方
改
革
・
多
様
な
主
体
の
活
躍 

◇生産年齢人口の減少や DX 等の環境変化が進む中、変化に

柔軟に対応しながら企業の持続的な成長を目指す「人的資

本経営」が着目されており、働きやすさのみならず、従業員

の働きがい向上に向けた環境整備を促進するとともに、経

営戦略に基づいて人材に投資し育成する取組を促進する必

要がある。【領域名、あるべき姿、目指す姿、目標、取組の

方向】 

 

 

 

●生産年齢人口の減少や DX 等の環境変化が進む中で、変化

に柔軟に対応しながら企業の持続的な成長を目指す「人的

資本経営」を促進する取組を位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

◇いわゆる「Ｍ字カーブ」は概ね解消されつつあるものの、

出産を契機に多くの女性が非正規雇用化する、いわゆる「Ｌ

字カーブ」など、依然として、結婚・出産・子育て・介護と

いうライフイベントが働き続けるための障壁となっている

ため、仕事と家庭を両立しながら働ける環境を整備する必

要がある。【目指す姿】 

 

 

 

 

●出産等を契機に多くの女性が非正規雇用化する、いわゆる

「Ｌ字カーブ」が解消されるとともに、それぞれのライフ

ステージごとに、希望する多様な働き方を選択することが

でき、職場において意欲高く、責任ある業務や役割にチャ

レンジする女性を増やしていく取組を位置付ける。 

 

 

 

◇20～24 歳の「就職」を理由とした転出超過が依然として

継続しているため、引き続き、若年者や企業へアプローチし

ていく必要がある。【施策】 

◇アンケート調査によると、都道府県をまたぐ引越・移住先

の希望として、広島県を挙げた方の割合が関東地方在住者

では 0.29％にとどまるなど、広島県が移住先としてのブラ

ンドを確立しているとは言い難い状況がある。【施策】 

 

 

 

 

 

●若者の広島での仕事や暮らしに対するポジティブイメー

ジの浸透に戦略的に取り組むとともに、地域の現状把握・

分析から施策形成に至るまで、県と市町が一体となって、

広島県への定着・回帰につながる実効性の高い事業を創出

する取組を位置付ける。 

●引き続き、高校生や大学生等が県内企業を知る機会を提供

するほか、県内企業、県内外の大学等と連携し、大学生と

県内企業の交流の場づくりや就職マッチング支援を行う。

あわせて、県内企業の採用戦略の策定・実行を支援し、持

続的な人材確保を後押しする。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

働
き
方
改
革
・
多
様
な
主
体
の
活
躍 

●豊かな経験や知識など高齢者の強

みも事業活動に生かしていこうと

する企業が増え、県内企業におい

て、高齢者のニーズに応じた雇用の

場が広がることにより、高齢者が現

役世代と同様に、意欲をもって働く

ことができる環境の整備が進んで

います。 

 

◆高齢者の就労促進 

 

 ◇高齢者の就労促進について、県相談窓口（ひろし

ましごと館）における就業率は、就職相談や県内

企業への情報提供等により、過去５年間において

高い水準で推移し、R6 年度は 98.8％となった。

しかし、県全体では、物価高騰等による 65 歳以

上の就業希望者の増加や、適した求人の減少によ

る職種のミスマッチなどの理由により、ＫＰＩで

ある「ハローワークを通じた高齢者（65 歳以上）

の就職率と 65 歳以上を除く全世代の就職率の

差」は目標（目標△6.5 ポイント、実績△9.9 ポ

イント（R6））を下回った。 

●障害者の就業意欲や個々の能力を

積極的に生かしていこうとする企

業が増え、障害者の雇用・就労の場

が拡大することにより、障害等の有

無にかかわらず、意欲をもって働く

ことができる環境が整うとともに、

障害者がその能力や特性を生かし

て社会参画する機会が増え、経済的

な自立が進んでいます。 

◆障害者の活躍促進 

 

 ◇障害者の活躍促進については、県内企業への情報

発信、障害者への職業訓練や就労支援により、Ｋ

ＰＩである「民間企業の実雇用率」は法定雇用率

以上（目標 2.5%以上、実績 2.54％（R6））で推

移している。 

 

 

 

●県内企業等において、外国人材の

円滑な受入・就労に必要な環境が整

えられ、外国人が地域とつながりを

深めながら、生活に必要な情報の共

有が進むことにより、外国人が困っ

たときに相談できるなど、孤立する

ことなく安心して生活し働くこと

ができ、企業における戦力として活

躍できる環境の整備が進んでいま

す。 

 

◆外国人が円滑かつ適切に

就労し、安心して生活でき

る環境整備 

 

 ◇外国人が円滑かつ適切に就労し、安心して生活で

きる環境整備については、関係団体と連携して、

外国人材受入企業等のニーズや課題を把握し、情

勢変化を踏まえたテーマを選定したセミナー等を

開催するなど、情報を適切に企業に提供したこと

で、ＫＰＩである「県から外国人材の受入れに関

する情報提供を受けた企業のうち、有益な情報を

得た企業等の割合」は目標（目標 75%、実績

93.1％（R6））を上回って推移している。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

働
き
方
改
革
・
多
様
な
主
体
の
活
躍 

◇法改正により、R3.4 月から 70 歳までの就業確保措置企

業の努力義務となったものの、現状では取り組む企業は限ら

れており、高齢者がキャリアを生かし、より活躍できる環境

整備に取り組む必要がある。【施策】 

◇県内ハローワークにおける 65 歳以上の新規求職者は年々

増加しており、就業ニーズは引き続き高まっていることか

ら、引き続き取組を進めていく必要がある。【継続】 

 

 

 

●引き続き、高齢者雇用に対する企業の理解促進を図ること

により、70 歳までの雇用確保措置に取り組む企業を増や

し、雇用延長やキャリアを生かした転籍、マッチング機会

の提供などの就労支援を進める。 

 

 

 

 

 

 

◇障害者の求職者状況では、精神障害の割合が高まってお

り、また、現在就労している者の高齢化も進んでいるため、

セーフティーネットの意義が強まっていることから、引き

続き取組を進めていく必要がある。【施策 

◇R8.7 には法定雇用率の引上げ及び対象企業の範囲拡大が

予定されているが、R6.6 月時点で対象企業の 50.9％が法

定雇用率を達成していないなどが課題となっており、引き続

き、障害特性や雇用のノウハウ等の提供を行うとともに、企

業における障害者雇用の課題を把握し、雇用促進に取り組む

必要がある。【施策】 

●引き続き、県内企業に対し、障害者雇用の義務や助成制度、

優良事例の情報発信等に取り組むとともに、就職を希望す

る障害者の特性に応じた職業訓練を実施していく。また、

企業と福祉施設の連携による業務創出などの就労支援を進

める。 

 

 

 

◇県内の外国人労働者数は、R7.10 月末時点で過去最高を更

新するなど、新たに外国人を雇用する事業所が増加してい

る。特に転籍・転職可能な特定技能外国人の増加が顕著であ

るが、技能実習から特定技能へ移行時の地域間移動状況によ

ると、R7.6 月末時点で、広島県は 1,195 人の転出超過と

なっている。このため、企業等に外国人材の受入や職場定着

に有益な情報を提供することで、外国人労働者を円滑に受け

入れる環境整備を進める必要がある。【施策】 

◇育成就労制度が R6.6 に成立し、R9.4 月に制度が施行さ

れることになった。育成就労制度は人材育成と人材確保を目

的とし、キャリアアップの道筋が明確化されたことで、企業

の人材育成や定着への対応が求められるため、施行までの準

備期間に、企業に対し制度の情報提供とあわせ、企業におけ

る人材育成の意識を促す情報発信の強化や企業支援に向け

た監理団体等との関わり方を検討していく必要がある。【施

策】 

●引き続き、外国人材を受け入れる県内企業等に対し、外国

人材の定着促進につながる取組への支援を行うとともに、

共生の仕組みづくりなど外国人が安心して生活できる環境

の整備を進める。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

産業イノベーション 
○国内外の多様な人材や企業が、広島に「集い」、「つながる」ことから創出されるイノ

ベーションにより、基幹産業であるものづくり産業や観光関連産業に続く成長産業が

創出され、ほかの地域より競争優位性を有した力強い産業構造となっています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R７） 現状値 目標値（R12） 

県の取組による付加価値創
出額 

－ 1,800億円 
2,364億円 

（R５） 
5,000億円 
（R12） 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

産
業

 

●技術革新や新型コロナ拡大などに

よる急激な環境変化に対応した「イ

ノベーション立県」の実現や更なる

進化に向け、イノベーション力を強

化し、県内産業の生産性の向上や、

新たな付加価値の創出などを進め

ることにより、魅力的な仕事や雇用

の場を創出し、県経済が持続的に発

展しています。 

 

 

 

  

●基幹産業であるものづくり産業

が、新しいデジタル技術と一体化し

ていくことにより、新たなビジネス

モデルが創出されるなど、更なる発

展を遂げています。従来のものづく

り技術・技能といった強みに加え、

ユーザー体験に基づく共創活動に

より新しい価値を創出することで、

次に続く成長産業が生まれるとと

もに、これまでにない広島の強みを

生かした産業が出現しています。 

◆基幹産業であるものづく

り産業の更なる進化 

 

 

 

 ◇基幹産業であるものづくり産業の更なる進化の

取組については、カーテクノロジー革新センター

において、地域企業との協働による研究開発活動

を推進するとともに、地域企業の開発人材の育成

を図っている。特に急速な自動車の電動化（ＥＶ

化）に対応するための技術提案力向上に向けた取

組に注力しているが、 ＫＰＩである「一人当たり

の付加価値額（輸送用機械器具製造業）」は目標（目

標 1,585 万円、実績 1,416 万円（R5））を下回

った。 

◇広島の強みを生かした新成長産業の育成につい

ては、次の基幹産業候補となる成長産業の育成支

援を進めている。「環境・エネルギー産業」では、

国内外において、自社の限られた経営資源に縛ら

れないオープンイノベーションによる企業マッチ

ングを通じて新たな環境ビジネスの創出を促進す

ることにより、ＫＰＩである当分野に新規に参入

する企業は増加し、「環境・エネルギー分野の付加

価値額」は目標（目標 802 億円、実績 850 億円

（R5））を上回って推移している。 

◆広島の強みを生かした新

成長産業の育成 
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改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

産業イノベーション 
○国内外の多様な人材や企業が、広島に「集い」、「つながる」ことから創出されるイ

ノベーションにより、基幹産業であるものづくり産業や観光関連産業に続く成長産

業が創出され、ほかの地域より競争優位性を有した力強い産業構造となっていま

す。 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

産
業

 

◇AI やデジタル技術などの技術革新等の企業を取り巻く環

境変化に対応した支援を進める必要がある。【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇今後市場の成長が見込まれる半導体産業などの先端技

術産業の更なる集積・育成を促進する必要がある。【取組

の方向】 

 

 

 

 

 

 

●引き続き、ものづくりにおける企画構想から事業・商品企

画、研究・開発・設計、生産技術に至る付加価値の高い領

域を強化することにより、企業の競争力を高め、新たな価

値を創造することで、基幹産業を更に進化させる。 

●県経済の持続的な発展に向けて、今後市場の成長が見込ま

れる半導体産業などの先端技術産業の更なる集積・育成を

促進する取組を位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 
 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

産
業

 

●国内外の多様な人材や企業が集積

し、企業・大学・金融機関・行政な

どのプレイヤーが相互につながる

ことで、様々なオープン・イノベー

ションが生まれ、広島が「イノベー

ション創出拠点」と国内外から認識

されています。 

◆イノベーション環境の整

備 

 

 

 

 

 

 ◇イノベーション環境の整備においては、イノベー

ション・ハブ・ひろしまＣａｍｐｓやひろしまサ

ンドボックス、「ひろしまユニコーン 10」プロジ

ェクト等の事業を通じて、イノベーションを志す

マインドの醸成や交流の場づくり、将来性・市場

性を有し、ユニコーン級の急成長を目指すスター

トアップの発掘とその成長に対する伴走支援、県

内外のスタートアップやＡＩ開発者等と広島県内

のフィールドやアセットとのマッチング等に取り

組んできた。その結果、「イノベーション・ハブ・

ひろしま Ｃａｍｐｓ」の会員数は順調に伸張する

など、新たな挑戦を志す人材・企業のコミュニテ

ィは着実に拡大しつつあり、また、これまで支援

してきた 50 社以上のスタートアップのうち 19 

社において、累計約 49 億円の資金調達につなが

ったほか、事業会社等との協業・連携が実現する

など、各事業で採択したスタートアップは順調に

成長している。ＫＰＩである「イノベーション実

現企業率」「イノベーション活動実行企業率」も目

標値を上回って推移しており、イノベーション創

出に向けた環境整備は着実に進んでいる。  

◇産業ＤＸ・イノベーション人材の育成・集積につ

いては、社会全体で人への投資の取組の強化が求

められる中、データサイエンス人材や県内中小・

中堅企業のイノベーションに寄与する専門人材等

の育成に取り組むとともに、多様な就業形態によ

るプロフェッショナル人材の集積に向けて、企業

の成長戦略を具現化するために必要な人材のニー

ズの掘り起こしや、マッチング支援を行っている。

KPI である「データサイエンス人材育成数」など

は目標（目標 45 人、実績 144 人（R6））を上

回るとともに、「プロフェッショナル人材の正規雇

用人数」は目標（目標 710 人、実績 1,385 人

（R6））を大幅に上回っている。 

◆産業ＤＸ・イノベーション

人材の育成・集積 

 

 

●産業振興に加え、観光振興、地域

の活性化の観点からの新たな分野

の投資誘致を推進し、「ビジネスを

展開するなら広島」と国内外の働く

人や企業から認識されています。 

 

 

 

 

◆企業誘致・投資誘致の促進 

 

 ◇企業誘致・投資促進については、デジタル系企業、

本社機能・研究開発機能の誘致に向けて、プロモ

ーションや情報発信を強化し、ＫＰＩである「多

様な人材・企業の集積のための投資誘致件数（Ｉ

Ｔ企業、本社・研究開発機能等）」は目標（目標 30

件、実績 33 件（R6））を上回って推移している。

また、製造業等の投資促進に向けて、企業ニーズ

の丁寧な把握や産業用地とのマッチング、充実し

た助成制度を活用した営業活動が功を奏し、ＫＰ

Ｉである「製造業等の拠点機能強化のための投資

誘致件数」も目標（目標 50 件、実績 70 件（R6））

を上回って推移している。 

●創業や第二創業、企業の成長につ

ながる事業承継が活発に行われ、県

経済を牽引する企業の育成・集積が

進んでいます。 

 

◆県経済を牽引する企業の

育成・集積 

 

 ◇県経済を牽引する企業の育成・集積の取組につい

ては、広島県事業承継・引継ぎ支援センターや金

融機関と連携し、企業、支援機関向けのＭ＆Ａ普

及啓発に向けたセミナー等を実施し、県内企業の

Ｍ＆Ａの推進を図っており、エネルギー・原材料

価格の高騰や円安等、厳しい経営環境が続いてお

り、ＫＰＩの目標（目標130件、実績95 件（R6））

は未達となっている。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

産
業

 

◇イノベーションの環境の整備に当たっては、広島県が「イ

ノベーション創出拠点」であると国内外に広く認識される

だけでなく、新たな価値を生み出す挑戦者・先駆者の集積が

次なる挑戦を呼び込む好循環を創り出す必要がある。【目指

す姿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●引き続き、広島県が「イノベーション創出拠点」であると

国内外に広く認識され、企業・大学・金融機関・行政など

のプレイヤーのつながりにより様々なオープン・イノベー

ションが生まれることで、更に新たな国内外の多様な人材

や企業が集積し、チャレンジする好循環の構築に取り組む。 

 

 

 

◇投資誘致の推進に当たっては、広島県のビジネス環境等の

魅力が広く認識されるだけでなく、人材や企業の集積によ

る好循環を創り出す必要がある。【目指す姿】 

◇人口減少や少子高齢化の進展により、労働力人口が減少す

る中で、生産性の向上に資する高度人材の集積や、AI や IoT

の導入等による自動化・省力化を図る必要がある。【目指す

姿】 

●引き続き、広島県のビジネス環境等の魅力が広く認識さ

れ、生産性の高い企業や多様な高度人材が集積することで、

更に新たな企業の投資誘致へつながる好循環の構築に取り

組む。 

 

 

 

 

 

 

◇企業の個別課題の支援に留まる等、支援効果が限定的であ

り、県経済を牽引する注目を集める企業の創出には至ってい

ない。また、本県の後継者不在率は改善しているものの、全

国平均を下回っている等、引き続き、事業承継の支援を進め

る必要がある。【施策】 

◇創業後数年で廃業に至る場合があり、創業前にビジネスプ

ランをしっかり構築して、長期間事業を継続できる支援体制

を構築する仕組みが行政に求められている。また、県産業の

活性化のためには、既存企業の成長を促すことはもとより、

新たな商品・サービスを生み出す創業者を増やす取組も求め

られており、引き続き、取組を進める必要がある。【施策】 

●引き続き、創業の裾野拡大や第二創業を含めた創業の促進

とともに、企業の飛躍的・持続的な成長につながる事業拡

大や新事業展開等の推進により、地域経済を牽引する企業

の創出に取り組む。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

産
業

 

●県内企業が、デジタル技術等の技

術革新に適応し、持続的に経営改善

や生産性向上を推進することによ

り、県経済が活性化しています。 

 

◆中小企業・小規模企業の生

産性向上・経営改善 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇中小企業・小規模企業の生産性向上・経営改善に

ついては、イノベーション創出に必要な組織づく

りを目指す民間主体による「学びの場」の定着に

向けた環境整備とともに、社会的課題解決等プロ

ジェクトを通じたイノベーションの創出等の取組

等によって、生産性の向上を図っており、ＫＰＩ

である「生産性向上の取組実施企業数」は目標（目

標 400 社、実績 593 社（R6））を上回って推移

している。 

◆企業等の研究開発の支援 

 

 

◇企業等の研究開発の支援については、製造業から

のデジタル技術導入のニーズ及び農林水産業にお

けるスマート農業への取組支援のニーズに対し、

共同研究、受託研究等により適切にソリューショ

ンを提供した結果、ＫＰＩである「デジタル技術

の活用による事業者等の課題解決件数」は目標（目

標 128 件、実績 252 件（R6））を上回って推移

している。 

●多くの企業が海外展開するなど、

成長し続ける海外市場の獲得が進

んでいます。 

 

 

◆海外展開の促進 

 

 ◇重点品目「かき」について、アジアを中心に展示

会などへ生産者等と連携して参加するとともに、

現地輸入業者と連携し商談を行うことで、新規商

流の開拓、継続的な取引につながっており、ＫＰ

Ｉである「重点品目（かき）の輸出額」は目標（目

標 9.8 億円、実績 19.6 億円（R5））を上回って

推移している。 

◇重点品目である「日本酒」について、吟醸酒の歴

史や日本三大酒どころである西条の紹介など広島

の日本酒の魅力や付加価値を伝えながら、フラン

ス大手卸会社と連携した販促活動や広島県産日本

酒ブランドアンバサダーによる勉強会等を実施す

ることにより、KPI である「重点品目（日本酒）

の輸出額」は目標（目標 4.2 億円、実績 4.3 億円

（R5））を上回った。  

◇海外との連携を通じた新しい価値を生み出すビ

ジネス展開について、企業に対して商談成約に向

け、模擬プレゼン・質疑応答などの事前トレーニ

ングの支援や商談相手となる米国企業の解説を行

った。最終的なビジネス展開は各企業の経営判断

によることもあり、ＫＰＩである「海外との連携

を通じた新しい価値を生み出すビジネス展開件

数」は目標（目標３社、実績０社（R6））の達成

には至らなかったが、成約実現に向けた支援やマ

ッチング機会の提供など、県としての役割は果た

せたと考えられる。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

産
業

 

◇物価高騰や人手不足など中小企業等を取り巻く経営環境が

厳しさを増す一方で、賃金と物価の好循環に向けた政労使が

連携した賃上げの動きが進む中、その原資の確保に向けて

は、企業間取引における適切な価格転嫁だけではなく、中小

企業等における生産性向上に向けた取組の必要性がより一

層高まってきている。ターゲットとしている本県のサービス

産業は県内総生産の約７割を占めるものの、従業員一人当た

りの付加価値額が製造業に比べて大幅に低い状況は変わっ

ておらず、引き続き、取組を進める必要がある。【施策】 

●引き続き、支援機関と連携し、イノベーションを生み出す

組織づくりや、デジタル技術などを活用した業務効率化、

新事業活動等に向けた支援に取り組む。 

◇デジタイゼーション（第１段階）でとどまっている県内企

業等が多くあり、デジタライゼーション（第２段階）・DX（第

３段階）へ取組を進めてもらう必要がある。そのため、引き

続き企業等のデジタル技術導入の加速化を図るための支援・

技術普及を進めていく必要がある。【施策】 

●引き続き、県内企業等が抱える様々な技術的課題の解決を

支援することにより、既存製品の改良、新製品開発、生産

性向上等を実現し、幅広く企業等の付加価値向上に取り組

む。 

◇牡蠣については、海外で生食文化が主流であることから、

海外ニーズに即した高品質な牡蠣を安定的に供給できるよ

う、生産から供給までを見据えたサプライチェーン戦略を構

築する必要がある。 

◇牡蠣に続く重点品目として「日本酒」を設定している。フ

ランスへの輸出量はコロナ回復以降伸びているが、日本酒＝

広島という認知が浸透していないことから、現地での情報発

信や、ソムリエ、消費者等が日本酒に触れる機会を創出して

いく必要がある。【施策】 

◇更に企業の海外展開や新たな価値の創出を促進するために

は、変化が早く、成長著しいグローバル市場を的確に把握し、

機を捉えた支援策を構築する必要がある。【施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●引き続き、海外ニーズに応じたプロダクトの発掘・価値向

上や現地機関と連携したビジネスマッチングなど、海外成

長市場の更なる獲得に向けた支援に取り組む。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

農林水産業 

○企業経営を実践している農林漁業者が、世界の最先端技術を活用しながら、競争力の

高い農林水産業を展開しています。 

○日本一のかきやレモンに加えて、広島和牛や瀬戸内の地魚などの農林水産物を核と

した新たな食の産業が集積され、ひろしまブランドが向上しています。 

 

 

 

指標 基準値 目標値（R７） 現状値 目標値（R12） 

農業生産額 
712億円 
（H30） 

736 億円 
757億円 
（R５） 

746億円 
（R12） 

農業生産額１千万円以上の
経営体数 

605経営体 
（H30） 

655 経営体 
654経営体 

（R６） 
705経営体 
（R12） 

農業生産額１千万円以上の
経営体生産額 

234億円 
（H30） 

275 億円 
299億円 
（R６） 

335億円 
（R12） 

比婆牛を取り扱う高級飲食
店の増加数 

－ 10 店舗 
７店舗 

（R６） 
30店舗 
（R12） 

広島和牛を肥育する企業経
営体数 

２経営体 
（H30） 

５経営体 
5経営体 
（R６） 

15経営体 
（R12） 

広島和牛を肥育する企業経
営体の飼育頭数 

1,800頭 
（H30） 

2,730 頭 2,480頭（R６） 
4,850頭 
（R12） 

集約化された林業経営適地
の面積 

0ha 
（H30） 

1.8 万ha 
1.4万ha 
（R６） 

4万ha 
（R12） 

かき輸出量 
1,500t 

（H30） 
2,000t 

1,560t 
（R５） 

2,500t 
（R12） 

海面漁業生産額 800 万円
以上の担い手数 

50経営体 
（H30） 

71 経営体 
46経営体 
（R５） 

84経営体 
（R12） 

海面漁業生産額 800 万円
以上の担い手生産額 

7億円 
（H30） 

11 億円 
4.7億円 
（R５） 

19億円 
（R12） 
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改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

農林水産業 

○企業経営を実践している農林漁業者をはじめ、多様な担い手が地域の生産基盤を

有効に活用することにより、生産性の高い農林水産業が展開されるとともに、安全・

安心な農林水産物が安定供給されています。 

○日本一のかきやレモンに加えて、「広島和牛」や「瀬戸内さかな」などの農林水産

物を核とした新たな食の産業が集積され、ひろしまブランドが向上しています。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

農
林
水
産
業 

●スマート農業の実装が進み、全国

の中山間地域をリードする生産性

の高い農業が確立され、担い手が企

業経営を実現するなど、安定した所

得を確保しています。こうした経営

体が育成されることで、職業として

農業を選択する人が増加していま

す。また、企業経営体をはじめとし

た担い手が、農村地域のリーダーと

して兼業農家など多様な主体と連

携し、生産活動を拡大しながら農地

の保全活動等に取り組むことで、地

域農業を支えています。 

◆地域の核となる企業経営

体の育成 

◆スマート農業の実装等に

よる生産性の向上 

◆新規就業者等の新たな担

い手の確保・育成 

◆担い手への農地集積と基

盤整備 

◆中山間地域農業の活性化 

 

 ◇ひろしま型スマート農業の実証（「ひろしまseed 

box」）により生産性の向上に取り組むとともに、

ひろしま農業経営者学校による産地（地域）の家

族経営体（Ⅰ層経営体）の経営発展意欲の醸成や、

企業経営に向けて発展している経営体（Ⅲ層経営

体）への専門家チームの派遣による支援、及び、

新たなビジネスを創発する「食のイノベーション」

の取組（「Hiroshima FOOD BATON」）等によ

り、「農業生産額 1 千万円以上の経営体数」及び

「農業生産額 1 千万円以上の経営体生産額」は着

実に増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●広島血統を代表する比婆牛が、価

値の高い食材として県民や観光客

に喜ばれ、広島を代表する食のひと

つとして認識され、同様に、神石牛

の認知度も高まっています。また、

肥育経営体においては、生産体制と

労働環境が整った収益性の高い企

業経営が確立されています。 

 

 

◆持続可能な広島和牛生産

体制の構築 

 ◇広島和牛の「ひろしま」ブランドとしての強化の

ため（主要事業の成果「広島和牛ブランド構築事

業」）、広島血統を代表する比婆牛の取扱店舗の拡

大及び安定供給に向けた県内高級飲食店における

営業実証等に取り組み、流通量が少ない中でも料

理人から一定の評価を得るまでに至った結果、「比

婆牛を取り扱う高級飲食店の増加数」は増加して

きている。また、企業経営を目指すべき畜産経営

体に対し、経営体ごとの経営発展課題に対応した

専門家の派遣等により、「広島和牛を肥育する企業

経営体数」及び「広島和牛を肥育する企業経営体

の飼養頭数」は着実に増加している。 

●県内人工林約 14 万 ha のうち、

資源循環林４万 ha において、林業

経営適地の集約化が図られ、経営力

の高い林業経営体により、50 年サ

イクルで年間 40 万㎥ の県産材が

安定的に生産される持続的な経営

が行われています。また、年間 40

万㎥ の県産材が、生産から流通、

加工、利用まで効率的に流れ、社会

において有効な資源として利活用

されています。 

 

◆森林資源経営サイクルの

構築 

◆森林資源利用フローの推

進 

 

 

 

 ◇林業経営適地の集約化については、市町の森林経

営管理制度の取組や林業経営体の森林経営計画の

作成支援により、林業経営への理解や関心のある

所有者の森林を中心に「集約化された林業経営適

地の面積」は着実に増加している。また、木材加

工流通施設を整備するとともに、流通コーディネ

ーターと連携した県産材の効率的な集荷と需要先

への安定的な供給等により、必要な県産材需要の

確保につながっている。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

農
林
水
産
業 

◇農業者の減少が進み、耕作放棄される農地が想定以上に増

加していることに加え、米の価格が上昇するなど、県民から

は安定的な農林水産物の供給を不安視する声が上がってい

る。そのため、生産性を飛躍的に高める技術を導入し、農業

生産の収益力を向上させるとともに、価値に応じた適正価

格での農産物流通を実現することにより、若者が就業先と

して魅力を感じる企業経営体を早急に育成していく必要が

ある。【目指す姿・取組の方向】 

◇地域での話し合いにより、生産性の高い守るべき農地を明

確化し、地域農業の目指す姿や農地の維持方針を整理する

必要がある。【取組の方向】 

◇効率的な営農作業が可能となるよう農地の大区画化や水

利施設の整備などの基盤整備を行い、担い手への農地集積・

集約を加速させる必要がある。【取組の方向】 

◇多様な主体の連携により、農地や農業用施設の保全管理が

持続可能となる体制づくりを支援する必要がある。【取組の

方向】 

◇持続可能な農業の実現に向け、担い手の確保・育成、生産

性の向上、農地の有効活用といった各施策を総合的に推進

するため、取組の方向を再編する必要がある。【取組の方向】 

●持続可能な農業の実現に向けて、担い手の確保・育成、生

産性の向上、農地の有効活用といった各施策を総合的に推

進するため、取組の方向を再編する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇比婆牛のブランド化によって高まった広島和牛のプレゼ

ンスを生かして、神石牛などのブランド戦略を検討する必

要がある。【目指す姿】 

◇広島和牛の生産には、肥育経営や繁殖経営のほか、酪農経

営も受精卵移植により子牛生産に関わっている。これらの

畜産経営は、輸入粗飼料への依存度が高く、円安や物価高な

どの社会情勢の変化により大きな影響を受けていることか

ら、飼料自給率を高め、経営体質の強化を図る必要がある。

【目指す姿】 

 

 

 

●広島和牛のブランド戦略と広島和牛を生産する企業経営

体を育成する取組を位置付ける。 

 

 

 

◇スギ・ヒノキの人工林の成熟に伴い、主伐面積が増加して

いるが、再造林率が３～４割で推移しており、造林未済地の

面積の増加が懸念されることから、一層、再造林を推進する

必要がある。【施策】 

◇林業経営適地の集約化について、これまでは林業経営への

理解や関心のある所有者の森林から先行しており、今後は所

有者の特定、境界の明確化、施業同意の取得に時間を要する

森林が対象となってくることから、集約化作業が停滞しない

よう対策を一層推進する必要がある。【施策】 

◇長期的な経営戦略を描ける林業経営体の育成を進めてきて

おり、引き続き、計画的な主伐・再造林の実施体制の整備に

向けて、林業従事者や苗木生産者の確保・育成などに取り組

む必要がある。【施策】 

◇ニホンジカの個体数の増加により分布域が広がっているた

め、引き続き、再造林時の苗木食害対策を進める必要があ

る。【施策】 

◇物価上昇かつ円安による資材費の高騰や人手不足による人

件費の増加により、再造林経費は上昇しており、更なる低コ

スト化・省力化を進める必要がある。【施策】 

◇住宅着工戸数の減少等により木材需要の低下が予想される

ことから、住宅分野における外材から県産材への転換や、非

住宅分野における建築物の木造化・木質化などにより、引き

続き、県産材需要の拡大を図る必要がある。【施策】 

●引き続き、林業経営適地の集約化を進めるとともに、森林

の適切な経営管理に必要な林業従事者の確保・育成や、再

造林に必要な苗木供給体制の整備に取り組む。 

また、低コスト施業技術の導入や、増加している獣害へ

の効果的な対策などにより、森林資源経営サイクルの収支

の改善に取り組む。 

県産材の流通・加工体制の整備や、木材製品の販路の確

保を図るとともに、住宅分野の需要の減少に備えて、低層

非住宅建築物の木造化・木質化を進めるなど、県産材の需

要拡大に取り組む。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

農
林
水
産
業 

●かき養殖においては、デジタル技

術を活用した効率的で安定的な養

殖が行われ、全国一の生産量が持続

されるとともに、産地単位で水産エ

コラベル認証が取得され、海外輸出

にも対応可能な持続的な広島かき

生産体制が構築されています。海面

漁業においては、資源管理や漁場環

境の整備などにより、安定的な漁獲

量の確保と供給体制の構築が進ん

でいます。さらに、かきだけでなく、

瀬戸内の多彩な地魚が広島を代表

する食材として県民の誇りになっ

ているとともに、観光客の訪問のき

っかけになっています。 

◆海外展開を見据えたかき

生産出荷体制の構築 

◆瀬戸内の地魚の安定供給

体制の構築 

 

 ◇かき養殖においては、海水温の上昇や海の貧栄養

化などにより、生産量の不安定化に対する懸念が

大きくなっていることから、水温等の漁場環境デ

－タを活用したへい死防止対策の情報提供や収穫

適期予測により、持続的な広島かき生産体制の構

築に向けて取り組んでいる。また、海面漁業にお

いては、水産資源の回復・保全に向けて、底質改

善対策として令和３、４年度に行った海底耕うん

について、底質環境指標の一部改善と餌料生物の

増加効果が確認できた。さらに、瀬戸内の多彩な

地魚の魅力を広めるため、新たに「瀬戸内さかな」

のシンボルマークの活用や、共創店舗における漁

業者との交流会を含む営業実証などに取り組んだ

ところであり、こうしたコミュニケーションが体

験価値としての魅力や訴求力を一層高めることが

確認できた。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

農
林
水
産
業 

◇かきの将来的な国内需要の減少を見据え、海外における販

路拡大の方向性は維持した上で、海洋環境の変化やかき殻

の堆積超過など新たな課題が顕在化している現状を踏ま

え、かき生産体制を見直す必要がある。【取組の方向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●海洋環境の変化やかき殻の堆積超過など、新たに顕在化し

ている課題を踏まえ、持続可能なかき生産出荷体制の再構

築の取組を位置付ける。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

持続可能な 

まちづくり 

○イノベーションを創出する基盤となる都市と、適度な開放空間があり、心身を癒して

くれる自然が近接した本県の強みを生かして、多様な価値観やニーズを持つ様々な世

代の人々が、都市と自然を行き来し、大都市圏では得られないゆとりと安心を実感し、

それぞれの仕事と暮らしを楽しむライフスタイルを実現させています。 

○県全体の発展を牽引する広島市や福山市を中心に、沿岸部や山間部の拠点都市が交

通や情報ネットワークで結ばれ、相互に連携しながら発展しています。また、県民の

日常に不可欠なサービス機能が身近に充足するとともに、デジタル技術やデータなど

を活用した、安心して快適に暮らすことができる持続可能なまちづくりが実現してい

ます。 

 

 

指標 基準値 目標値（R７） 現状値 目標値（R12） 

居住誘導区域内人口密度 
60.3人/ha 

（R2） 
60.2 人/ha 

59.1人/ha 
（R６） 

60人/ha以上 
（R12） 

日常生活サービスの徒歩圏
充足率 

52.7% 
（R2） 

54％以上 
53.0% 
（R６） 

55%以上 
（R12） 

公共交通の機関分担率 
18.7% 
（R2） 

19％以上 
19.9％ 
（R６） 

20％以上 
（R12） 

防災上危険が懸念される地
域の居住人口 

120千人 
（R2） 

110 千人以下 
108.9千人 

（R６） 

100千人 
以下 

（R12） 
自然と都市の魅力を享受
し、質の高い暮らしができ
ると感じる県民の割合 

62.6% 
（R1） 

66％以上 
53..2％ 
（R６） 

70％以上 
（R12） 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り 

●地域特性や規模に応じた拠点ごと

に必要な都市機能の集約や災害リ

スクの低いエリアへの居住の誘導

が進むとともに、拠点間が最適な公

共交通ネットワーク等で結ばれた、

県民の安全・安心で豊かな生活を支

える「持続可能な集約型都市構造」

の形成が進んでいます。 

 

◆機能集約された都市構造

の形成 

 

 ◇利便性の高い集約型都市構造の形成に向け、各市

町における立地適正化計画の策定を促進し、令和

７年度における策定市町数の目標（目標 13 市町、

実績 16 市町（R6））を既に達成している。また、

居住誘導エリアにおける中古住宅の需要拡大、イ

ンフラマネジメント基盤 DoboX を活用した不動

産関連情報の一元化・オープン化による市場活性

化などの取組も進んでいる。 

◆ネットワーク及び交通基

盤の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇公共交通ネットワークの構築については、令和６

年３月に地域公共交通政策のマスタープランとな

る「広島県地域公共交通ビジョン」（以下、交通ビ

ジョン。）を策定したところであり、策定に当たっ

ては、学識者、交通事業者、市町のほかＰＴＡな

ど利用者の立場の方々なども参画する協議会、エ

リア分科会等において、現状分析に加え、将来予

測にも基づき議論を行うとともに、各市町の交通

会議での意見も取り入れながら、実効的な方策の

検討を行った。交通ビジョンの策定とそれに基づ

く施策の実施を通して、拠点間の最適で持続可能

な公共交通ネットワークの構築を推進していると

ころである。 

 

  

62 
 

 

改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

持続可能な 

まちづくり 

○イノベーションを創出する基盤となる都市と、適度な開放空間があり、心身を癒し

てくれる自然が近接した本県の強みを生かして、多様な価値観やニーズを持つ様々

な世代の人々が、都市と自然を行き来し、大都市圏では得られないゆとりと安心を

実感し、それぞれの仕事と暮らしを楽しむライフスタイルを実現させています。 

○県全体の発展を牽引する広島市や福山市を中心に、沿岸部や山間部の拠点都市が

交通や情報ネットワークで結ばれ、相互に連携しながら発展しています。また、県

民の日常に不可欠なサービス機能が身近に充足するとともに、デジタル技術やデー

タなどを活用した、安心して快適に暮らすことができる持続可能なまちづくりが実

現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り 

◇立地適正化計画については、計画策定に着手している市町

に対して、引き続き広域的な視点で助言を行うとともに、策

定済市町の統一的な評価・見直しに向け、必要な情報提供や

助言を適宜行う。【施策】 

 

 

●引き続き、地域特性に応じて医療や商業施設等にアクセス

しやすい都市構造の形成に取り組むとともに、都市近郊の

住宅ストック等の活用を促進し、利便性の高いエリアへの

居住誘導を推進する。 

 

 

 

◇本県の地域公共交通を取り巻く状況は、人口減少による需

要の縮小やそれに伴う交通事業者の収支悪化、運転士不足を

はじめとする供給面の課題など、厳しさを増しており、国に

おいても令和 5 年度に地域交通法が改正されるとともに、

地域公共交通に関する議論が活発化している。こうした中

で、令和６年３月、本県における持続可能な地域公共交通の

実現に向け、地域公共交通政策のマスタープランである「広

島県公共交通ビジョン」を策定したところであり、移動の需

要と供給に応じて各地域が最適な公共交通ネットワークで

結ばれるよう、関係者が一体的に取り組んでいく必要があ

る。【目指す姿】 

 

 

●引き続き、集約された拠点内及び拠点間を結ぶ公共交通ネ

ットワークとそれを支える交通基盤の強化に取り組む。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り 

●地域特性や規模に応じた拠点ごと

に必要な都市機能の集約や災害リ

スクの低いエリアへの居住の誘導

が進むとともに、拠点間が最適な公

共交通ネットワーク等で結ばれた、

県民の安全・安心で豊かな生活を支

える「持続可能な集約型都市構造」

の形成が進んでいます。 

◆災害に強い都市構造の形

成 

 

 ◇災害に強い都市構造の形成に向け、市町における

防災指針の策定促進や市街化区域内の土砂災害特

別警戒区域を市街化調整区域に編入する取組等を

推進し、概ね計画通り進んでいる。 

 

●都市機能や居住が集約されたエリ

アでは、効果的かつ集中的にデジタ

ル技術やデータなどを活用して、質

の高いサービスを享受できるとと

もに、イノベーションを創出する交

流の場と心身を豊かにする自然が

近接している広島の強みやそれぞ

れのエリアの特色を生かした、ゆと

りと魅力あるまちづくりや居住環

境の創出が進んでいます。 

 

◆地域と連携し、地域の特性

を生かしたまちづくりの推

進 

◆データと新技術を活用し

たまちづくり（スマートシ

ティ化）の推進 

◆新しい生活様式に対応し

たまちづくりの推進 

 

 ◇ゆとりと魅力あるまちづくりや居住環境の創出

に向け、現在３市（東広島市、府中市、廿日市市）

をモデル地区に選定し、各地区における居住環境

の将来ビジョンの策定・ビジョンの実現に向けた

取組を、県と各市が連携して進めている。また、

各地域の特性に応じた、防災やまちづくり等の地

域課題を解決するスマートシティ化を推進するた

め、都市計画基礎調査情報のデータ利活用を促進

している。 

また、県民生活の利便性・快適性の向上に向け、

広島型 MaaS 推進事業において、これまで６市町

（庄原市、安芸太田町、大崎上島町、尾道市、北

広島町、世羅町）で MaaS の社会実装に向けた実

証実験を行うなど取組が進んでいる。 

●広島市都心部においては、利便性

の高い公共交通ネットワークの構

築や国内外からの来訪者等が気軽

に憩えるデザイン性に優れた公共

空間の整備等により、人が中心とな

る都心空間と回遊ネットワークが

形成されています。また、大規模オ

フィスやコンベンション施設、ラグ

ジュアリーホテル等の国際水準の

都市機能の強化やイノベーション

を生み出す多彩な人材の育成と集

積が進んでいます。 

 

●備後圏域の玄関口である福山駅周

辺においては、都市型産業の集積や

遊休不動産を活用したビジネスモ

デルの構築などにより、ビジネスの

拠点性が強化され人材が集積され

るとともに、「居心地が良く歩きた

くなるまちなか」の創出に向けて、

人の集まる拠点の整備や道路・広場

等の整備などが進んでいます。 

 

◆人を惹きつける魅力ある

都心空間の創出 

 

 ◇広島市都心部については、広島駅周辺地区におい

てＪＰビルディングの竣工や新駅ビルの整備が進

められ、紙屋町・八丁堀地区においても基町相生

通地区第一種市街地再開発事業の工事が進んでお

り、その他にも複数の再開発事業の検討がなされ

るなど、都心の開発が進みつつある。このような

中、令和３年度には、地域の方々、事業者、民間

企業、エリアマネジメント団体等の様々な関係者

や行政が一体となって継続的にまちづくりを推進

していく「広島都心会議」が設立され、ひろしま

都心活性化プランの実現を目指し、令和５年 12

月に民間主体で都心の目指す姿をまとめた「広島

都心会議ミライビジョン 2030」を発表した。こ

うした動きを踏まえつつ、都心会議が行うエリア

マネジメント団体等の支援など、ミライビジョン

に掲げる取組を広島市と連携して支援している。 

◇福山駅周辺地区については、三之丸町の旧キャス

パ等跡地の再整備が竣工するなど、流動客数や商

店街の営業店舗数などが増加している。また、現

在、福山駅前の核となる駅前広場の再整備を検討

しているところである。「福山駅前再生ビジョン」

及び「福山駅周辺デザイン計画」に基づく公民連

携プロジェクトが推進されるよう、福山駅前デザ

イン会議等に参加するなど、福山駅前の拠点性向

上に向けて、福山市と連携して取り組んでいる。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り 

◇市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に

編入する取組（逆線引き）については、引き続き、将来的な

開発見込み等を踏まえた優先度を設定するとともに、土地所

有者の理解を得ながら着実に進めていく必要がある。【施策】 

 
 
 
 

●引き続き、災害に強く、安全・安心に暮らせる持続可能な

都市構造の形成に取り組む。 

 

 

◇今後、人口減少や高齢化により更なる空き家の増加が見込

まれる中、行政だけでは十分な対応がとれなくなる状況も懸

念されることから、空き家対策に取り組む人材等の育成や空

き家対策を重点的に取り組むエリアの検討を促進する必要

がある。【施策】 

 

 

 

●引き続き、多様な主体と連携し、多世代で住み継ぐことが

できるゆとりと魅力ある居住環境の創出や、魅力ある建築

物の創造など、地域特性や既存資源を生かした施策を推進

する。 

●引き続き、県民生活の利便性・快適性の向上に向け、各地

域の特性に応じた地域課題を解決するため、関係市町とま

ちづくりの方向性を共有し、「都市計画」や「交通」などの

分野におけるデータと新技術を活用したまちづくり（スマ

ートシティ化）を推進する。 

●引き続き、地域の特色を生かしたウォーカブルなまちづく

りや公園・緑地の充実などのゆとりある空間を形成する取

組により、多様な価値観やライフスタイルに対応できる持

続可能なまちづくりを推進する。 

◇広島駅周辺地区の開発・整備や、紙屋町・八丁堀地区で再

開発事業の検討が進められているなど、都心の開発は進みつ

つあるものの、更新期を迎えた建築物の更新が進んでいな

い、平和記念公園に訪れる国内外の人々の都心への流れ・滞

在時間が少ない、商業施設の利用が他の地区と比べ相対的に

減少しているなどの課題が依然として残っており、地域主体

のエリアマネジメント活動が積極的に推進されるようサポ

ートが必要である。【施策】 

◇ＮＥＷ ＣＡＳＰＡ開業や駅前広場の再整備に向けた具体

的な検討が進められる中で、福山駅周辺のにぎわい創出に向

けて、地域に関わる様々な主体がまちの将来像を共有しなが

ら、ハード・ソフト両面にわたり、良好な環境や地域の価値

を持続的に向上させる、地域主体のエリアマネジメント活動

が積極的に推進されるよう、活動に参画する人材の発掘・育

成や、活動の充実を図る必要がある。【施策】 

 

●引き続き、広島市都心部及び福山駅周辺において、ハード・

ソフト両面にわたり、人を惹きつける魅力ある都心空間の

創出に取り組む。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

中山間地域 

○里山・里海に象徴される人と自然が作り出す中山間地域ならではの資産が、守るべき

価値あるものとして、内外の人々により引き継がれる中で、地域への愛着と誇りの高

まりが、将来への希望と安心につながり、心豊かに、笑顔で幸せな生活を営んでいる

と思う人たちが増えています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R７） 現状値 目標値（R12） 

人材プラットフォーム「ひろ
しま里山・チーム 500」の
登録人数 

345人 
（R１） 

680人 
783人 
（R６） 

1,000人 
（R12） 

中小企業と外部人材のマッチ
ングサポート機関を通じて外
部人材を活用する中小企業数 

－ 290社 
54社 

（R６） 
320社 

（R12） 

デジタル技術を活用した課題
解決モデルの創出 

－ 10件以上 
22件 

（R６） 

10件以上 
［普及展開20件

以上］ 
（R12） 

地域で支え合う新たな交通サ
ービスを交通計画に位置付
け、取組を進める市町数 

－ 19市町 
12市町 
（R６） 

19市町 
（R12） 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

中
山
間
地
域 

●中山間地域ならではの資源や特性

が再認識されるとともに、地域の価

値ある資産として再構築され、大切

に引き継がれています。また、その

魅力や豊かさに共鳴し、地域に愛着

と誇りを持つ内外の多様な人材が、

将来への「夢や希望」を託す、様々

なチャレンジを行っています。 

 

 

 

 ◇将来に向けて持続可能な中山間地域を実現して

いくため、中山間地域を支える人材の育成や外部

からの人材誘致、リーダーの発掘、ネットワーク

の構築を図る取組を推進した結果、人材プラット

フォーム「ひろしま里山・チーム 500」について

は新規登録者数が、３年連続で目標（目標 75 人、

実績 76 人（R6））を上回って推移し、「ひろしま

里山・チーム 500」の登録人数は、目標を上回っ

て推移している。 

◇中山間地域の人口減少は県全体を上回る勢いで

進んでおり、令和２年度から令和５年度まで実施

した集落実態調査等では、令和元年度から令和32

年度にかけて、無住化が懸念される９世帯以下の

集落が累計 474 集落に上る恐れがあると判明し

た。こうした中で、令和６年度から、市町や住民

自治組織が、集落の現状や将来見通しを把握し、

地域の持続性を高めて安心して暮らせる生活環境

づくりに向けた地域運営について話合いをスムー

ズに行うことができるようサポートするなど、集

落対策の取組を開始している。 

●地域に愛着や誇りを持つ人たちの

一歩踏み出すためのチャレンジが

次々と起こり、共感の輪が広がると

ともに、地域に根差したリーダーが

育ち、多様な人材のネットワークに

よって、地域資源を生かし、新たな

価値を生み出す主体的な活動が展

開されています。 

 そこから、コミュニティの力の再

生に向けて、誰もが必要に応じて活

躍の機会を得られる地域運営の新

しい仕組みが構築され、地域の課題

解決につながる様々な取組が広が

っています。 

◆人材の発掘・育成、ネット

ワークの拡大 
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改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

中山間地域 

○里山・里海に象徴される人と自然が作り出す中山間地域ならではの資産が、守るべ

き価値あるものとして、内外の人々により引き継がれる中で、地域への愛着と誇り

の高まりが、将来への希望と安心につながり、心豊かに、笑顔で幸せな生活を営ん

でいると思う人たちが増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

中
山
間
地
域 

◇「チーム 500」を中心とした、地域で様々なチャレンジを

行う人材確保は、一定の効果が出ているものの、草刈・清掃

などの共同作業や伝統行事など、地域に根差した活動を担

い、地域住民との結びつきを密にするようなリーダーが不

足しており、地域活動を支える地域内外の人材の確保や、コ

ミュニティの形成に向けた仕組みを構築する必要がある。

【取組の方向】 

◇ビジョン策定時の推計を上回るスピードで中山間地域の人

口減少や高齢化が進展する中で、関係人口も含めた地域内外

の人々の支え合いにより、持続可能な地域づくりを進めてい

く必要がある【目指す姿】 

◇中山間地域において、移動・買い物・医療といった地域に

おいて住民生活を維持するための自助機能や住民自治組織

などの共助機能など、生活を支える各種機能が低下してお

り、現在の地区・集落の住民自治体制では解決困難な事象が

広範囲にわたり顕在化しているため、地区・集落の住民自治

体制の見直しなど、地域の変化に的確に対応できる集落対

策を進めていく必要がある。【目指す姿・取組の方向】 

 

 

●地域のハブ的役割となる人材の育成確保に取り組むとと

もに、地域外の住民等の人的リソース（関係人口）を活用

し、持続性のある地域コミュニティの活力を増進する取組

を位置付ける。 

●生活を支える各種機能が低下している中で、地区・集落の

住民自治体制の見直しなど、地域の変化に的確に対応して

いくため、集落対策の取組を位置付ける。 
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施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

中
山
間
地
域 

●多様な企業や人材が、地域ならで

はの資源や基盤を生かして、新たな

事業や経営発展にチャレンジし、働

き続けられる環境が整いつつあり

ます。 

 

 

◆新たな事業展開に向けたチ

ャレンジ支援 

◆中小企業の成長支援 

 

 ◇新たな事業展開に向けたチャレンジへの支援と

して、働く場所に捉われないＩＴ関連企業を中心

とした、サテライトオフィスの誘致のほか、中小

企業の成長支援として、外部人材活用セミナーの

開催など首都圏等の副業・兼業人材と地域の事業

者をマッチングする仕組みづくりなどを進めてき

た結果、副業・兼業人材の活用に向けたセミナー

参加企業数は２年連続で増加しているものの、「中

小企業と外部人材のマッチングサポート機関を通

じて外部人材を活用する中小企業数」については、

54 社に留まっている。 

●医療・福祉、交通などの日常生活

の安心に直結する様々なサービス

について、デジタル技術を活用して

効率的に提供するための仕組みづ

くりが進み、「スマート里山・里海」

に向けたモデル的な取組が中山間

地域全域で展開されています。 

◆デジタル技術を活用した

暮らしの向上 

 

 ◇デジタル技術を活用した暮らしの向上について

は、デジタル技術の活用に必要な市町職員のマン

パワー及び専門知識の不足を補うために、課題分

析や成果測定指標の設定等に係る伴走支援を実施

したことや、市町におけるデジタル活用の機運の

高まりなどから、「デジタル技術を活用した課題解

決モデルの創出件数」は、目標を上回っている。 

●とりわけ、交通アクセスについて

は、広域的な道路網と地域内の交通

基盤が整備され、地域と都市を結ぶ

広域幹線交通が維持されていると

ともに、新たな交通サービスの普及

と地域の実情に応じた交通再編が

進み、買物や通院等の日常生活の移

動が確保されています。 

◆持続可能な生活交通体系

の構築 

◆中心地と周辺地域等の連

携を支える基盤整備 

 

 ◇持続可能な生活交通体系の構築については、広島

型 MaaS などの新たな交通サービスの導入に向

けた取組への市町支援を実施しているが、「地域で

支え合う新たな交通サービスを交通計画に位置付

け、取組を進める市町数」は目標に達していない。 
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施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

中
山
間
地
域 

◇人口減少、高齢化が加速する中、人手不足や事業承継等が

経営課題となっている中小企業に対する支援や、生活の糧を

得るための働く場の維持・創出に向けた取組を一層推進する

必要がある。【目指す姿・取組の方向】 

 

 

 

 

 

 

●引き続き、首都圏等からの副業・兼業人材の力を効果的に

取り込むための支援など、中小企業の成長支援や、中山間

地域の課題解決につながる起業支援の取組を位置付ける。 

 

◇住民が、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

営むことができるよう、地域の実態に応じた生活基盤の確

保により、安心して暮らせる生活環境づくりを進める必

要がある。【目指す姿・取組の方向】 

◇マンパワー不足を補うデジタル技術を様々な施策の分野

で効果的に活用することで、地域の持続可能性を高めてい

く必要がある。（再掲）【目指す姿・取組の方向】 

●引き続き、デジタル技術を積極的に活用し、生活交通や医

療・福祉、防災など、日常生活に直結する課題解決の取組

を位置付ける。 

 

 

 

 

◇中山間地域の人口減少の進展は、地域公共交通利用者の減

少に直結しており、住民 1 人当たりの行政コストが増大し、

市町の財政を圧迫している。また、既存の公共交通（バス・

タクシー）でカバーできないエリアが多く、住民がドライバ

ーを担うなど、地域の輸送資源を総動員していく必要があ

る。【取組の方向】 

 

●引き続き、地域の実情に応じて必要とされる生活交通の在

り方検討や、デジタル技術を活用したＭａａＳなど、新た

な交通サービスの導入に向けた支援の取組を位置付ける。 
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現行ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

交流・連携基盤 
○国内外の人・モノが、県内の空港・駅・港湾や幹線道路等から円滑かつ安全に出入り

し、多様な交通ネットワークによって県内を迅速かつ円滑に移動しています。 

 

 

指標 基準値 目標値（R７） 現状値 目標値（R12） 

広島空港利用者数 
297万人 
（R１） 

310 万人 
287万人 
（R6） 

360万人 

県内港におけるコンテナ
取扱量 

36万TEU 
（R1） 

42 万 TEU 
3５万TEU 

（R６） 
48万TEU 

年間渋滞損失時間 
4,500 万時間 

（R1） 
3,500 万時間 

4,180 万時間 
（R６） 

3,000 万時間 

 

施
策
領
域 

現行ビジョン  

ビジョン策定後の評価 
目指す姿 取組の方向  

交
流
・
連
携
基
盤 

●ビジネスや観光、日常生活におい

て県内外を移動する人が、快適かつ

適切なコストで利用できる交通基

盤や MaaS 等の多様な交通ネット

ワークから、それぞれの目的に応じ

た最適な手段を組み合わせて、便利

で快適に移動しています。 

 

◆世界とつながる空港機能

の強化 

◆人・モノの流れを支える道

路ネットワークの構築 

 

 ◇広島空港の国際線はコロナ禍で約３年全運休し

たものの、航空会社へのセールス活動や空港業務

の委託経費といった運航経費の一部支援を行った

ことなどにより、台北線、大連・北京線、上海線、

香港線が復便し、更にソウル線、ハノイ線等、清

州線が就航した。一方、コロナ禍を発端とした国

内線ビジネス利用者の減少などから、国際線・国

内線を合わせた広島空港利用者数は目標値（R7）

を下回っている。 

◇県内の主要渋滞箇所の解消に資する道路整備を

着実に進めたことにより、年間渋滞損失時間を令

和元年度の 4,500 万時間から令和６年度の

4,180 万時間まで減少させることができている。 

●県内及び周辺地域の立地企業とそ

の相手先企業が、本県の港湾サービ

スと多様な交通ネットワークなど

を組み合わせて利用することによ

り、それぞれの企業が希望する最適

な物流ネットワークを構築してい

ます。 

◆世界標準の港湾物流の構

築とクルーズ客船の寄港環

境の整備 

 

 

 

◇当初令和６年度完成予定であった、国の出島地区

岸壁工事の期間延伸もあり、県内港コンテナ取扱

量は、当初値と同程度で推移。県内港への集貨と

ともに、船社に対して、既存航路の維持・拡充に

ついて働きかけを行っており、広島港では、主要

品目である自動車部品の輸出が増加したこと等に

より令和５年度には過去最高となったものの、福

山港では、衣料品の輸入減少等により減少傾向と

なっている。 

◇クルーズ客船の寄港については、新型コロナの影

響により休止していた外国クルーズ客船の寄港

が、令和５年３月に再開し、クルーズターミナル

整備等による受入環境の充実や、船会社訪問によ

る県内港及び周辺観光地のＰＲなど、需要の掘り

起こしにつながる取組を進めた結果、既に再開し

ていた日本船と合わせ、計 69 回/R６年度の寄港

があり、新型コロナ前の寄港回数を上回るまで回

復した。 

●国内外から本県を訪れる人が、ク

ルーズ客船で安全かつ快適に寄港

し、地域の魅力に触れることで高い

満足度が得られています。 
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改定後ビジョン 

施策領域 あるべき姿（概ね 30 年後） 

交流・連携基盤 
○国内外の人・モノが、県内の空港・駅・港湾や幹線道路等から円滑かつ安全に出入

りし、多様な交通・物流ネットワークによって県内を迅速かつ円滑に移動していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
策
領
域 

ビジョン策定後の課題 改定のポイント 

交
流
・
連
携
基
盤 

◇令和 3 年７月から空港民営化されており、運営権者である

広島国際空港株式会社と連携し、引き続き空港機能の強化

や、新規就航・復便に際し航空会社の課題となる事項の解消

に取り組む必要がある。【施策】 

◇空港アクセスを担う公共交通の人材不足等が顕在化する中

で、将来的に持続可能な空港アクセス機能の確保に向けて関

係機関と連携して取り組む必要がある。【施策】 

◇これまでの取組に加え、国の戦略分野となっている半導体

など、魅力的な産業の集積に向けたインフラ整備を強化する

必要がある。【施策】 

 

 

●引き続き、世界・各都市とつながる航空ネットワークの拡

充と空港アクセスの利便性向上など広島空港の機能強化を

図っていく。あわせて、関係者と連携した需要創出に取り

組む。 

 また、定時性や速達性の確保による生産性の向上を図ると

ともに、交流・連携機能や交通拠点へのアクセス性の強化

に資する道路整備等を推進する。 

 

 

◇運輸業界の人手不足を踏まえ、モーダルシフト（陸上運送

から海上運送への転換）の更なる促進や、貨物専用機（フレ

イター）の定期就航など、物流最適化に向けた取組を強化す

る必要がある。【目指す姿・取組の方向】 

◇コロナ終息以降、クルーズ客船の寄港が急速に回復し、今

後も高水準で推移することが見込まれる中、寄港回数の増

加に着実に対応できる受入体制の強化に加え、寄港に伴う

地域活性化がより一層図られるよう取り組む必要がある。

【施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

●目指す姿に、競争力強化に資する持続可能で最適な物流ネ

ットワークの構築を追加するとともに、取組の方向を再編

し、物流最適化に向けた取組を位置づける。 

●また、クルーズ客船については、クルーズ旅客の多様なニ

ーズへの対応やラグジュアリー・プレミアムクラスをはじ

めとした客船にふさわしい寄港環境の整備に引き続き取り

組む。 

 

 

 

 

 


